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粛

李

匡

臣

緒
るδ、
日間

|
|
初
期
江
華
畢
涯
に
お
け
る
陽
明
皐
受
容
|
|

中

純

夫

は

じ

め

に

一

鄭
斉
斗
と
の
出
舎
い

二
鄭
斉
斗
遺
稿
の
整
理
を
め
ぐ
っ
て

三
李
匡
匡
に
お
け
る
陽
明
皐
理
解

四
朱
玉
商
可
の
立
場

お
わ
り
に
|
|
鄭
斉
斗
陽
明
暴
の
評
債
を
め
ぐ
っ
て
|
|
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t主

じ

め

tこ

本
稿
は
、
初
期
江
華
翠
涯
の
一
人
で
あ
る
李
匡
臣
に
お
け
る
陽
明
事
受
容
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

朝
鮮
に
お
け
る
陽
明
翠
受
容
の
歴
史
は
比
較
的
古
く
、

王
守
仁
三
四
七
二
、，EEL
-

五
二
八
)
の
晩
年
に
嘗
た
る
一
五
二
一
年
(
正
徳
十
六
年
、
中

(

1

)

 

つ
と
に
『
俸
習
録
』
の
停
来
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

明
撃
受
容
は

し
か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
に
お
け
る
最
も
本
格
的
か
つ
盟
系
的
な
陽

や
は
り
鄭
湾
斗
(
一
六
四
九
J
一
七
三
六
〉
を
以
て
始
ま
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鄭
斉
斗
の
本
貫
は
慶
向
道
迎
日
豚
に
あ

っ

た
が
、
晩
年
に
は
江
華
島
の
震
谷
に
隠
棲
し
た
た
め
、
震
谷
先
生
と
稽
さ
れ
る
。
そ
し
て
鄭
斉
斗
に
始
ま
る
翠
涯
が
江
華
曲
学
涯
と
稽
さ
れ
て
い

宗
十
六
年
)
頃
に
は
、

141 
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る。
李
匡
臣
の
文
集
と
し
て
、
長
子
の
李
敬
均
が
編
纂
し
た
『
恒
鷲
誇
匡
臣
公
遺
稿
』

(
全
三
朗
、
不
分
巻
、
以
下
『
遺
稿
』
と
略
稽
)
が
有
る
。

李
匡
臣
が
鄭
旗
門
斗
を
遁
じ
て
陽
明
壌
を
受
容
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

つ
と
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
来
た
。
李
匡
臣
の
従
兄
弟
で
あ
る
李

匡
師
は
、
李
匡
臣
の
混
後
に
そ
の
「
祭
文
」
と

「行
状
」
を
執
筆
し
た
。
こ
の
二
文
は
李
匡
臣
と
鄭
湾
斗
の
変
渉
を
知
る
上
で
、

要
資
料
で
あ
る
(
後
述
)
。
鄭
寅
普
氏
は
一
九
=
二
年
執
筆
の
「
朝
鮮
古
書
解
題
」
に
お
い
て
、
李
医
師
の
別
集
で
あ
る
『
園
幡
集
』
を
取
り
上

(

2

)

 

げ
て
上
記
「
行
状
」
に
も
燭
れ
、

李
匡
臣
の
陽
明
事
受
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
鄭
寅
普
氏
は
一
九
三
三
年
執
筆
の

「
陽
明
事
演
論
」

(
3
)
 

に
お
い
て
は
、
李
匡
臣
が
鄭
湾
斗
の
た
め
に
書
い
た
「
祭
文
」
を
語
出
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
李
匡
臣
の
鄭
斉
斗
観
を
俸
え
る
重
要
資

い
ず
れ
も
重

料
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
営
時
、
李
匡
臣
そ
の
人
の
別
集
の
存
在
は
な
お
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
鄭
寅
普
以
後
に
朝
鮮
陽
明
皐
を
扱
つ

(

4

)

 

お
お
む
ね
鄭
寅
普
の
所
論
を
援
用
す
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
情
況
に
あ
っ
た
。

た
論
著
が
李
匡
臣
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
も
、

近
年
に
な
っ
て
、

沈
慶
畏
氏
が
門
中
本

『
恒
驚
誇
匡
臣
公
遺
稿
』

管
見
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の
及
ぶ
と
こ
ろ
、

(

5

)

 

(『先
麓
』
)
を
入
手
し
、
李
匡
臣
に
閲
す
る
専
論
を
公
に
さ
れ
た
。

(

6

)

 

『
遺
稿
』
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
た
唯
一
の
専
論
で
あ
る
。
本
稿
も
沈
氏
の
論
考
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

(
7〉

鄭
斉
斗
の
陽
明
事
理
解
に
閲
し
て
は
、
既
に
私
見
を
述
べ
た
。
本
稿
で
は
李
匡
臣
に
お
け
る
陽
明
翠
受
容
の
あ
り
方
を
考
察
し
、
そ
の
上
で

朝
鮮
陽
明
皐
史
に
お
け
る
鄭
費
斗
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
一
瞥
を
興
え
て
み
た
い
と
思
う
。

鄭
湾
斗
と
の
出
曾
い

1 

李
朝
第
二
代
定
宗
の
第
十
子
に
あ
た
る
厚
生
(
徳
一
泉
君
〉
を
始
粗
と
し
、

李
氏
徳
泉
君
涯
に
屈
す
る
。
李
匡
臣
自
身
は
し
ば
し
ば
「
完
山
李
某
」
と
自
稽
し
て
い
る
。
完
山
は
全
州
の
古
名
で
あ
る
。
李
匡
臣
の
嘗
時
は

李
匡
臣
(
一

七
O
O
-
-
七
四
四
)
、

字
は
用
直
、
読
は
恒
粛。

全
州



(
8〉

(
9〉

漢
城

(現
ソ
ウ
ル
)
に
居
住
し
て
い
た
よ
う
だ
。
因
み
に
在
後
は
京
畿
道
官
同
陽
郡
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

李
匡
臣
の
停
記
責
料
と
し
て
は
、
李
匡
師
(
一
七
O
五
l
一
七
七
七
、
貌
員
嶋
)
の
著
し
た
「
行
朕
」
「
祭
文
」
が
重
要
で
あ
る
。

従
父
兄
恒
務
先
生
、
語
匡
臣
、
字
用
直
。
定
宗
恭
靖
王
子
徳
泉
君
厚
生
魚
建
宗
之
組
。
:
:
・
後
以
事
入
江
都
、
奔
鄭
文
康
先
生
。
文
康
以

不
見
其
童
宍
未
可
軽
話
。
諦
取
王
文
成
集
讃
之
、

大
老
濯
事
、
世
或
議
其
右
新
建
。
先
生
初
不
欲
見
。
及
見
精
深
篤
質
、
歎
日
。

守

1
0

廿
「

「
E

4

3

J

若
晦
翁
之
醇
、
然
見
道
精
約
、
要
亦
可
取
。
何
至
斥
以
異
類
。
矯
作
擬
朱
王
問
答
以
排
之
。

従
父
兄
恒
資
先
生
、
誇
は
匡
臣
、
字
は
用
直
。
:
・
:
定
宗
恭
靖
王
の
子
で
あ
る
徳
泉
君
厚
生
が
そ
の
始
租
で
あ
る
。

:
:
後
に
所
用
が
あ

文
康
は
大
官
の
地
位
に
あ
り
深
く
翠
聞
を
究
め
て
い
た
が
、

っ
て
江
華
島
に
赴
い
た
際
、
鄭
文
康
先
生
(
斉
斗
〉
に
奔
謁
し
た
。

世
間
に

は
彼
が
新
建
の
間
四千

(
H陽
明
皐
)
を
傘
崇
し
て
い
る
こ
と
を
と
や
か
く
言
う
者
も
い
た
。

し
か
し
い
ざ
舎
っ
て
み
る
と
、
そ
の
事
風
は
精
密
で
深
く
、
篤
寅
で
あ
っ
た
の
で
、
歎
じ
て
言
っ
た
。

先
生
も
最
初
は
舎
い
た
い
と
は
思
わ
な
か

っ
た。

「
著
作
を
讃
み
も
し
な
い
で
、
軽

々
し
く
非
難
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
」
江
筆
島
よ
り
蹄
っ
て
か
ら
王
文
成
集
を
手
に
と
り
、

讃
ん
で
み
て
言
っ
た
。

「朱
子
の
よ
う
に
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純
粋
で
は
な
い
も
の
の
、
道
の
本
質
を
見
抜
い
て
精
密
簡
明
で
あ
り
、
要
す
る
に
こ
れ
も
ま
た
事
ぶ
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て

異
端
呼
ば
わ
り
し
て
排
斥
す
る
必
要
が
有
ろ
う
。
」
そ
こ
で

「擬
朱
王
問
答
」
を
執
筆
し
、
朱

・
王
の
立
場
を
鉾
別
し
た。

(『園
嶋
集
選
』

巻
九

「
五
兄
怪
斉
先
生
行
欣
」
)

『
遺
稿
』
に
牧
め
ら
れ
た
文
章
の
多
く
は
、

干
支
に
よ
っ
て
執
筆
年
が
付
さ
れ
て
い
る
。

右
に
言
及
さ
れ
た

「
擬
王
朱
問
答
」
壬
子
(『遺
稿
』

加
一
)
は
李
匡
臣
三
十
三
歳
の
執
筆
で
あ
る
。
『
遺
稿
』
を
通
覧
す
る
に
、
李
匡
臣
が
陽
明
翠
に
言
及
す
る
最
も
早
期
の
文
章
が
こ
の

「擬
王
朱

ま
ず
執
筆
し
た
の
が
「
擬
朱
王
問
答
」
で
あ
る
と
い
う
右
の
記
述

問
答
」

に
他
な
ら
な
い
。

従
っ
て

鄭
湾
斗
に
曾
っ
て
陽
明
撃
に
燭
れ
、

は
、
そ
れ
な
り
に
信
湿
性
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
李
匡
臣
が
鄭
旗
開
斗
に
出
舎
っ
た
の
も
嘗
然
、
三
十
三
歳
以
前
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

143 

嘗
時
、
鄭
斉
斗
の
王
皐
信
奉
を
批
判
が
ま
し
く
取
り
沙
汰
す
る
世
評
が
存
在
し
た
こ
と
、

王
撃
を
異
端
視
し
排
斥
す
る
風
潮
が
む
し
ろ
一
般
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的
で
あ
っ
た
こ
と
、
李
匡
臣
自
身
も
嘗
初
は
鄭
斉
斗
と
の
劃
面
を
潔
し
と
し
な
か

っ
た
こ
と
、
等
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は

う
以
前
に
は
、

い
ず
れ
も
、
朱
子
撃
を
絶
劃
的
権
威
と
し
て
傘
崇
す
る
李
朝
社
曾
一
般
の
債
値
観
の
反
映
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
李
匡
臣
自
身
、
鄭
旗
門
斗
に
舎

ま
ず
朱
子
壌
に
専
心
す
る

一
時
期
が
有
っ
た
(
後
述
)
。

因
み
に
英
組
二
年
(
一
七
二
六
、
鄭
斉
斗
七
十
八
歳
、
李
匡
匡
二
十
七
歳
〉
七
月
に
は
、

司
憲
府
持
卒
李
廷
撲
が
成
均
館
祭
酒
鄭
湾
斗
を
弾
劾
す

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
正
道
で
あ
る
程
朱
撃
に
背
き
異
端
で
あ
る
陸
王
撃
を
隼
ぶ
鄭
斉
斗
の
如
き
人
物
が
師
儒
の
席
を
汚
し
て
い

なる
かの

つ'"'v~ 
Tこ10
。)世

道
の
大
害
で
あ
る

と
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
英
租
は
鄭
斉
斗
を
信
任
す
る
こ
と
篤
く
、
こ
の
弾
劾
も
容
れ
ら
る
こ
と
は

2 

兄
在
若
齢
、
翠
業
是
麓
、
詞
華
一
倉
健
、
売
有
盤
名
。
:
:
:
漸
向
中
年
、
其
志
調
篤
、
謝
絶
科
翠
。
・
:

・始
慕
臨
蓄
、
闘
明
格
致
。
後
聞
震

谷
、
新
建
之
説
、
用
心
於
内
、
嘗
合
行
知
。
:
:
・
兄
契
始
心
、
求
之
数
歳
、
母
崇
信
慕
。
終
乃
生
疑
、
復
賂
王
朱
、
二
番
在
凡
、
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「
祭
文
」
の
記
述
は
李
匡
臣
の
翠
問
形
成
に
閲
し
て
よ
り
詳
細
で
あ
る
。

参

互
、
比
較
得
失
。
始
時
黒
白
、
努
然
参
差
。
如
是
累
歳
、

血
戦
不
己
。
終
見
晦
翁
、
純
粋
無
庇
、

王
之
震
説
、
遁
高
而
捷
。
措
閣
其
書
、

専
意
考
亭
。

兄
は
若
い
時
に
傘
業
に
従
事
し
、
そ
の
文
才
は
素
晴
ら
し
く
、
大
い
に
名
撃
が
あ
っ
た
。
:
:
:
や
が
て
中
年
に
な
る
と
、

そ
の
士
山
は
い
よ

い
よ
篤
く
、
科
奉
を
放
棄
し
た
。

:
:
:
始
め
は
晦
庵
を
敬
慕
し
、
格
物
致
知
の
意
義
を
解
明
し
た
が
、
後
に
は
霞
谷
を
通
じ
て
新
建
ハ
王

守
仁
)
の
設
を
聞
き
知
り
、
心
を
内
面
に
沈
潜
さ
せ
、

知
行
合

一
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。

:
兄
は
始
め
か
ら
心
に
叶
い
、
陽
明
回
目
寸
を
事

ぶ
こ
と
数
年
、
傘
崇
し
て
信
じ
慕
っ
た
。
し
か
し
つ
い
に
は
疑
問
を
生
じ
、
そ
こ
で
改
め
て
王

・
朱
の
二
書
を
机
上
に
置
い
て
、

一
々
互

い
に
参
照
し
て
は
、

そ
の
得
失
を
比
較
し
た
。
始
め
の
う
ち
は
、
黒
と
白
と
が
紛
々
と
し
て
入
り
交
じ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
賦
態
が
数
年



績
き
、

血
戦
は
や
ま
な
か
っ
た
。
結
局
は
晦
翁
こ
そ
が
純
粋
に
し
て
無
謬
で
あ
り
、
王
の
立
場
は
高
き
に
過
ぎ
て
速
成
を
期
す
る
も
の
で

そ
こ
で
王
の
書
物
は
後
回
し
に
し
て
、
考
亭
(
朱
子
〉
の
撃
に
専
心
し
た
の
で
あ
る
。

(
『
園
崎
集
選
』
巻
六
「
祭
僅

あ
る
、
と
見
極
め
た
。

資
従
兄
文
」
〉

李
匡
臣
の
祖
父
大
成
(
粛
宗
二
十
五
年
己
卯
、
丙
科
〉
、

伯
父
員
儒
(
粛
宗
三
十
三
年
丁
亥
、
丙
科
)
、

(
粛
宗
三
十
八
年
壬
辰
、
乙
科
)
は
い
ず
れ
も
文
科
合
格
者
で
あ
り
、
父
員
休
(
粛
宗
二
十
八
年
壬
午
、
生
員
〉
も
司
馬
試
の
合
格
者
で
あ
る
。

(

江

)

よ
う
に
一
族
か
ら
は
多
く
の
科
奉
合
格
者
を
輩
出
し
て
お
り
、
李
匡
臣
自
身
に
も
翠
業
に
専
心
す
る
一
時
期
が
有
っ
た
。
奉
業
の
放
榔
は
聖
事

(

ロ

)

へ
の
志
向
が
強
ま
っ
た
た
め
と
も
讃
め
る
が
、
家
運
の
浪
落
と
も
聞
係
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
右
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ

員
倹
(
粛
宗
三
十
年
甲
申
、
一
丙
科
)
、

叔
父
員
倣

こ
の

の
後
の
李
匡
臣
は
(
ご
朱
子
撃
に
専
心
す
る
、

(
二
〉
鄭
斉
斗
を
通
じ
て
陽
明
撃
を
知
り
、
こ
れ
を
隼
崇
す
る
、

会
己
や
が
て
疑
念
を
生

じ
、
朱
王
の
得
失
を
め
ぐ
っ
て
煩
悶
す
る
こ
と
数
年
、

(
四
〉
最
終
的
に
は
朱
子
撃
を
是
と
す
る
立
場
に
至
る
、
と
の
思
想
遍
歴
を
た
ど
っ
た
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こ
と
に
な
る
。

「祭
文
」
の
記
す
と
こ
ろ
が
事
責
で
あ
れ
ば
、
鄭
湾
斗
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
本
格
的
に
受
容
さ
れ
た
か
に
見
え
た
朝
鮮
陽
明
撃
は
、
第
二
世

代
に
至
っ
て
早
く
も
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
先
の
「
行
賦
」
は
陽
明
拳
受
容
後
の
思
想
襲
蓬
に
鯛
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
も
の
の
、

そ

も
そ
も
の
受
容
の
あ
り
方
が
、
朱
子
周
子
を
正
統
と
す
る
立
場
を
守
り
つ
つ
陽
明
事
を
も
許
容
す
る
、
と
い
う
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

た
だ
こ
う
し
た
記
述
、
と
り
わ
け
朱
子
事
や
陽
明
翠
に
劃
す
る
評
債
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
を
額
面
通
り
に
受
け
と
め
て

よ
い
の
か
、
買
は
剣
断
が
難
し
い
。
例
え
ば
『
震
谷
集
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
門
人
等
に
よ
る
祭
文
の
多
く
は
、
鄭
斉
斗
の
陽
明
事
信
奉
に
は

(

お

)

む
し
ろ
篤
貫
な
朱
子
事
者
と
し
て
師
を
描
い
て
い
た
(
巻
二
)
。

こ
の
よ
う
な
事
例
に
鑑
み
る
に
つ
け
、

執
筆
者

全
く
鏑
れ
る
こ
と
な
く
、

〈
こ
の
場
合
は
李
匡
師
)
に
よ
る
潤
色
・
粉
飾
・
隠
蔽
・
歪
曲
の
可
能
性
も
、

に
、
李
匡
巨
自
ら
が
遺
し
た
言
葉
を
通
し
て
、
そ
の
思
想
的
立
場
の
再
構
成
を
試
み
る
他
な
い
の
で
あ
る
。

幾
分
か
は
硯
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

要
す
る

145 
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鄭
湾
斗
遺
稿
の
整
理
を
め
ぐ
っ
て

l 

李
匡
臣
は
鄭
旗
門
斗
及
び
そ
の
長
男
の
鄭
厚

(
一
六
七
一

J
一
七
四

一
〉
の
死
に
際
し
て
祭
文
を
書
い
て
い
る
。

い
ず
れ
も
李
匡
臣
と
鄭
斉
斗

の
関
係
を
示
す
重
要
資
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
鄭
厚
一
の
た
め
に
書
か
れ
た
祭
文
を
取
り
上
げ
る
。

歳
辛
酉
三
月
、
鄭
丈
卒
予
京
第
。

四
月
二
十
七
日
壬
氏
、
将
護
制
。
其
前
二
日
庚
申
、
侍
生
完
山
李
、

於
乎
、

小
子
蒙
阻
、

未
能
束
僑
於
老
先
生
。

市
亦
獲
奉
詩
以
周
旋。

景
慕
之
篤
、

不
後
於
人
。

一
鶏
一
杯
、
以
実
子
霊
鐘
。
目。

(
U〉

今
梁
木
己
擢
失
、
老
成
典
刑
、
公
向
在

一
持
。
小
子
之
慕
公
、
如
慕
老
先
生
。
今
春
往
来
予
城
南
城
西
、
屡
叩
公
所
存
、
則
心
事
議
論
、
蓋
多
過
庭
之
閉
会
。

愈
加
敬
重
鷲
。

辛
酉
の
歳
(
英
租
十
七
年
一
七
四
一
)
三
月
、
鄭
丈
が
漢
城
の
寓
居
で
亡
く
な
っ
た
。
四
月
二
十
七
日
壬
成
に
は
棺
を
墓
に
牧
め
る
。

そ
の

は
蒙
昧
固
阻
に
し
て
、

老
先
生
(
鄭
斉
斗
)
に
は
正
式
に
入
門
の
躍
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

一
鶏
一
盃
を
供
え
て
霊
前
に
お
祭
り
し
た
。
日
く
。
あ
あ
、
私

お
教
え
を
受
け
ご
交
誼
を
賜
る
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二
目
前
に
あ
た
る
庚
申
の
日
(
二
十
五
日
)
、
門
人
で
あ
る
完
山
の
李
は
、

こ
と
は
得
た
。
老
先
生
を
篤
く
景
慕
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
後
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
。
今
や

E
星
は
墜
ち
た
が
(
鄭
斉
斗
波
〉
、
老

成
し
た
師
表
と
し
て
の
公
(
鄭
厚
一
〉
は
な
お
ご
健
在
で
あ
っ
た
。

私
が
公
を
お
慕
い
す
る
気
持
ち
は
、

老
先
生
に
封
す
る
そ
れ
と
嬰
わ

る
と
こ
ろ
は
な
い
。
今
春
、
城
南
城
西
を
往
来
し
た
際
に
も
、

し
ば
し
ば
公
の
存
念
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
父
君
の
膝
下
に
あ
っ
た
際

に
心
事
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
を
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
盆
々
畏
敬
の
念
を
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。

鄭
厚

一
は
富
卒
都
護
府
(
京
畿
道
〉
の
府
使
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
英
組
十
七
年
三
月
十
三
日
、

(

日

〉
一
)
。
父
鄭
湾
斗
の
死
に
お
く
れ
る
こ
と
五
年
で
あ
る
。
右
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
李
匡
臣
は
鄭
湾
斗
の
正
式
な
門
人
で
は
な
か
っ
た
が
、

的
に
そ
の
数
え
を
受
け
、
ま
た
鄭
厚
一
か
ら
も
そ
の
心
事
に
関
す
る
庭
訓
を
耳
に
し
て
い
る
。
但
し
鄭
旗
門
斗
か
ら
鄭
厚
一
に
劃
し
て
ど
の
程
度

皇
華
坊
の
寓
居
に
て
亡
く
な
っ
た
(
享
年
七
十

質
質



(

日

目

)

に
家
撃
の
停
授
が
あ
っ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
検
謹
す
る
術
は
な
い
。

老
先
生
卒
生
不
喜
著
述
、
惟
其
道
事
木
根
不
得
不
明
慮
、
則
其
所
護
明
錯
綜
、
更
互
不
矯
不
多
。
而
亦
無
意
必
於
垂
後
、
一
未
有
繕
潟
定

本
。
率
皆
桁
僅
中
散
欄
故
紙
。
公
則
不
忍
其
蕪
滅
、
整
頓
牧
拾
、
而
白
首
精
力
、
有
不
能
逮
。
要
有
以
相
其
役
。
小
子
忘
其
借
冒
、
途
取

若
干
巻
、
一
商
誼
髄
校
以
期
就
緒
、
市
公
逮
夜
失
。
此
事
持
如
之
何
。
小
子
不
敢
以
幽
明
京
心
、
敬
嘗
卒
業
、
而
仰
質
無
所
失
。
遣
事
則
公

既
己
纂
次
、

叉
命
輔
衆
括
剛
補
、
賂
付
之
白
下
以
賦
徳
、
而
公
設
数
十
日
、
白
下
叉
浪
。
此
事
尤
嘗
如
之
何
。

老
先
生
は
卒
生
、
著
述
す
る
こ
と
を
好
ま
れ
な
か
っ
た
。

は
、
少
な
か
ら
ぬ
創
見
と
鱒
括
と
が
そ
れ
ぞ
れ
お
有
り
だ
っ
た
。

た
だ
道
事
の
根
本
に
関
わ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
に
つ
い
て

し
か
し
後
世
に
遺
そ
う
と
い
う
お
気
持
ち
が
な
か
っ
た
の
で
、
繕
寓
し

ほ
と
ん
ど
全
て
が
箱
の
中
に
散
観
し
た
故
紙
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
公
は
散
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
が
耐
え

難
く
、
牧
拾
整
頓
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
老
齢
の
身
で
は
精
力
の
及
び
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
仕
事
を
助
け
る
者
の
存
在
が
必

要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
倦
越
を
も
顧
み
ず
、
そ
の
若
干
巻
を
手
に
と
っ
て
、
照
ら
し
合
わ
せ
て
校
訂
し
、
目
鼻
が
つ
く
よ
う
に
努
め

た
定
本
な
ど
全
く
な
か
っ
た
。

た
。
そ
れ
な
の
に
公
は
、

に
わ
か
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
こ
の
事
業
は
一
睡
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
は
公
の
生
き
死
に
に
よ
っ
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て
心
が
け
を
襲
え
る
よ
う
な
者
で
は
な
い
か
ら
、

つ
つ
し
ん
で
こ
の
事
業
を
完
成
さ
せ
る
所
存
で
は
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
教
え
を
仰
ぐ

ベ
き
者
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
遣
事
」
に
つ
い
て
は
、
公
が
既
に
編
纂
し
、

さ
ら
に
修
訂
し
て
側
除
や
増
補
を
施
す
よ
う
命
じ
、

白
下
〈
晋
ノ淳
)
に
付
託
し
て
老
先
生
の
遺
徳
を
顛
彰
し
て
も
ら
う
(
H
H

「
行
吠
」
の
執
筆
〉
手
は
ず
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
一
瞳
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

し
か
る
に
公
の
設
後
数
十

日
に
し
て
、
白
下
も
ま
た
渡
し
て
し
ま
っ
た
。

(
以
上
、

『
遺
稿
』
加
一
二
「
祭
鄭
富
卒
文
」
辛
酉
四

十
二
歳
〉

弔
ア
淳
(
一
六
八

0
1
一
七
四
て
字
仲
和
、
貌
白
下
)
は
三
月
二
十
四
日
、
卒
安
遁
観
察
使
の
在
任
中
、
任
地
の
卒
安
道
碧
漬
郡
で
湿
し
た
。

(

げ

)

一
の
死
後
十
日
あ
ま
り
で
あ
る
。

鄭
厚

147 

鄭
湾
斗
の
年
譜
(
『
霞
谷
集
』
巻
一

O
)
末
尾
に
附
さ
れ
た

(

叩

凶

)

あ
る
こ
と
四
十
年
徐
り
」
と
述
懐
し
て
お
り
、
有
力
な
鄭
斉
斗
門
下
で
あ
っ
た
。
鄭
厚
一
は
鄭
旗
門
斗
遺
稿
の
整
理
を
李
匡
臣
に
、

「
門
人
予
淳
祭
文
」
の
中
で
予
淳
自
ら
「
師
門
に

「
行
朕
」
の
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執
筆
を
罪
淳
に
そ
れ
ぞ
れ
付
託
し
、
そ
の
作
業
の
最
中
に
鄭
厚
一
と
晋
ノ
淳
が
相
縫
い
で
死
亡
し
た
わ
け
で
あ
る
。

『
震
谷
集
』
巻
一
一

「
附
門
人
等
以
先
生
文
集
事
往
復
書
顧
」
は
、
鄭
湾
斗
混
直
後
の
遺
稿
整
理
事
業
の
様
子
を
今
に
俸
え
る
重
要
資
料
で

あ
る
。

う
ち
「
李
需
用
興
鄭
富
卒
公
書
」
に
は
、

先
生
(
鄭
斉
斗
)
の
「
大
事
読
」

「
理
気
説
」

「
中
庸
読
」
は
現
在
校
閲
中
で

追
っ
て
そ

ち
ら
に
お
届
け
す
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
郷
厚
一
の
生
前
は
や
は
り
彼
を
中
心
に
そ
の
周
圏
で
遺
稿
の
整
理
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
辛
酉
四
月
」
聞
ち
鄭
厚
一
・
予
淳
涯
の
翌
月
に
あ
た
る
年
月
を
附
し
た
「
沈
樗
村
興
李
霊
園
」
で
は
、
遺
集
編
纂
作

業
を
進
め
る
上
で
吾
ノ
淳
の
死
去
が
い
か
に
痛
手
と
な
っ
た
か
が
、
切
々
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
霞
谷
集
』
に
残
さ
れ
た
資
料
に

(
日
)

よ
っ
て
見
る
限
り
、
鄭
費
斗
浪
直
後
の
遺
稿
整
理
作
業
(
号
ノ
南
漢
氏
の
所
謂

「第一

夫
編
輯
作
業
」
〉
に
参
蓋
し
た
中
心
人
物
と
し
て
名
前
の
あ
が

る
の
は
鄭
厚
一

・
安
淳

・
沈
錆
(
樗
村
)
・
李
震
閉
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
李
匡
臣
の
名
前
は
見
い
出
せ
な
い
。
李
匡
臣
の
参
霊
は
、

『
遺
稿
』
瑳

見
に
伴

っ
て
確
認
さ
れ
た
新
事
寅
の
一
っ
と
言
え
る
だ
ろ
う。

2 

-148ー

残
り
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
沈
錆
(
英

租
三
十
一
年
一
七
五
五
〉
と
李
震
悶
(
英
租
三
十
二
年
一
七
五
六
〉
の
相
縫
ぐ
物
故
に
よ
っ
て
頓
挫
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
。
第
二
次
編
輯

霞
谷
遺
稿
の
第
一
次
編
輯
作
業
は
鄭
厚

一
・
予
淳
の
死
去
(
英
租
十
七
年

一
七
四

一
)
に
加
え
、

そ
の
後
、

作
業
は
鄭
厚
一
の
娘
婿
で
あ
る
申
大
羽
(
一
七
三
五
J
一八
O
九
〉
を
中
心
に
し
て
、
第
三
次
編
輯
事
業
は
鄭
斉
斗
の
玄
孫
で
あ
る
鄭
文
升
(
一

七
八
八
J
一
八
七
五
)
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
進
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
遺
稿
の
整
理
編
輯
作
業
が
百
年
近
く
の
歳
月
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、

そ
の
時
々
の
中
心
人
物
の
死
去
と
い

っ
た
事
情
に
加
え
て
、

さ
ら
に
別
の
要
因
も
有
っ
た
よ
う
だ
。

蓋
先
租
浪
後
、
富
卒
君
纏
逝
、
後
嗣
如
能
。
而
門
人
之
執
斯
役
者
、
亦
有
所
不
敢
軽
易
下
手
、
以
取
末
俗
之
憲
章
。
因
以
醸
在
箱
産
者
、

居
然
再
周
甲
。
市
断
欄
片
草
、
十
亡
八
九
会
。



思
う
に
先
祖
(
郷
斉
斗
)
の
混
後
、
富
卒
君
(
鄭
厚
一
)
も
相
継
い
で
逝
去
し
、
後
嗣
は
線
の
よ
う
に
細
々
と
つ
な
が
っ
て
い
る
朕
態
で
あ

し
か
も
門
人
で
こ
の
仕
事
に
従
事
す
る
者
も
、
安
易
に
着
手
し
て
世
人
に
か
ま
び
す
し
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
の
を
惇
る
と
こ
ろ
が

っ
た
。

有
っ
た
。

か
く
し
て
僅
底
に
し
ま
わ
れ
る
ま
ま
に
、
何
と
暦
が
ふ
た
め
ぐ
り
も
し
て
し
ま
い
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
草
稿
の
う
ち
、
十
に

八
九
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

(『
震
谷
集
』
巻
首
目
録
後
、
鄭
文
升
「
笥
録
」
)

鄭
斉
斗
の
文
集
を
出
版
し
て
世
に
問
う
こ
と
を
た
め
ら
う
気
分
が
門
人
た
ち
に
も
有
り
、
そ
れ
が
作
業
の
進
捗
を
妨
げ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
い
う
。
編
輯
事
業
の
推
進
が
な
ぜ
「
末
俗
の
憲
君
」
を
招
く
こ
と
に
な
り
得
る
の
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
鄭
斉
斗
の
思
想
内
容
と
無
縁
で

は
あ
る
ま
い
。

霞
谷
文
集
編
輯
事
業
の
経
過
を
追
跡
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
話
を
李
匡
臣
の
時
代
に
戻
せ
ば
、
遺
稿
整
理
作
業
に
携
わ

っ
た
李
匡
臣
の
周
圃
に
も
、
買
は
作
業
の
遂
行
そ
の
も
の
を
憂
慮
す
る
撃
が
あ
っ
た
。

霞
翁
文
字
事
、
謹
悉
衆
議
。
而
第
富
卒
丈
、
前
時
以
其
凱
藁
付
之
、
停
得
以
輩
正
繕
篤
、
而
今
此
丈
己
故
、
誠
不
忍
孤
。
其
付
托
、
欲
卒

業
以
鯖
其
家
騒
之
箪
笥
。
至
於
編
輯
表
章
、
非
震
翁
本
志
、
亦
非
其
家
興
部
意
之
所
存
也
。
飛
卿
之
慮
、
或
過
也
耶
。
但
高
明
似
其
此
読

一
出
、
持
惑
世
謹
民
、
大
有
害
於
吾
道
者
然
。
是
則
似
尤
過
也
。
終
是
高
明
所
見
之
偏
慮
、
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一
何
沓
沓
耶
。

霞

谷

翁

の

文

集

の

件

に

つ

い

て

、

そ

の

散

飽

し

た

遺

稿

を

私

に
預
け
、
校
訂
整
理
し
て
清
書
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
や
こ
の
丈
も
既
に
物
故
さ
れ
、
私
は
誠
に
孤
濁
感
に
耐
え
難
い
。
彼

が
私
に
付
託
し
た
の
は
、
そ
の
事
業
を
完
成
し
て
、
こ
れ
を
僅
中
に
家
識
し
よ
う
と
の
意
で
あ
っ
て
、
編
輯
し
た
上
で
世
に
出
そ
う
と
い

あ

な

た

う
の
は
、
霞
谷
翁
の
本
意
で
も
な
け
れ
ば
、
鄭
家
及
び
私
の
存
念
で
も
な
い
の
だ
。
飛
卿
の
ご
心
配
は
、
杷
憂
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ

ひ
と
た
び
震
谷
の
設
が
世
に
出
れ
ば
、
き
っ
と
世
を
惑
わ
し
民
を
歎
き
、
吾
道
に
射
し
て
大
い
に
筈
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と

お
手
紙
は
慎
ん
で
承
っ
た
。

た
だ
こ
れ
は
、
富
卒
丈
(
鄭
厚
一
〉
が
以
前
、

し
あ
な
た
は
、

お
考
え
の
ご
様
子
。
こ
れ
は
考
え
遣
い
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
あ
な
た
の
認
識
の
偏
り
が
、
ど
う
し
て
と
う
と
う
こ
こ
ま
で
甚
だ
し
い

149 

も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

(
『
遺
稿
』
加
三
「
答
越
飛
卿
書
」
辛
酉
四
十
二
歳
〉



150 

越
震
彬
(
字
飛
卿
、

J
一
七
四
二
)
は
李
匡
臣
の
親
友
の
一
人
で
あ
り
、

こ
の
書
翰
を
や
り
と
り
し
た
翌
年
の
七
月
に
亡
く
な

っ
た
。

李
匡
臣
は

彼
の
た
め
に
祭
文
二
通
・
突
文
三
通
を
遺
し
て
い
る
(
『
遺
稿
』
筋
三
)
。

旗
門
斗
の
文
章
一
が
世
人
の
自
に
燭
れ
る
こ
と
を
危
倶
し
、
従
っ
て
李
匡
臣
が
遺
稿
の
整
理
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
封
し
て
も
、
好
意
的
に
受
け

そ
の
死
を
深
く
悲
し
み
、

さ
て
右
の
記
述
に
よ
れ
ば

越
震
彬
は
鄭

と
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

鄭
務
斗
は
三
十
代
前
半
か
ら
五
十
代
に
か
け
て
、
朴
世
采
(
抗
南
渓
、

輩
知
友
と
の
往
復
書
翰
を
通
じ
て
自
ら
の
陽
明
事
信
奉
を
告
白
し
、
そ
の
事
問
的
信
篠
を
披
濯
し
た
。
告
白
を
受
け
た
周
圏
は
一
様
に
驚
惇
失

一六一一一一

J
一
六
九
五
)
や
罪
握
(
明
費
、

一
六
二
九
J
一
七
一
四
)
ら
先

望
し
、
鄭
斉
斗
が
一
日
も
早
く
邪
説
(
陽
明
皐
〉
を
棄
て
て
正
問
子
(
朱
子
皐
)
に
立
ち
返
る
よ
う
、
説
得
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
の
書
翰

を
通
覧
す
る
に
つ
け
、
朱
子
撃
的
権
威
が
一
元
的
に
支
配
し
た
嘗
時
の
李
朝
祉
舎
に
あ
っ
て
、
陽
明
周
子
を
奉
ず
る
こ
と
が
周
圏
に
如
何
に
大
き

(

鉛

)

な
波
紋
を
投
げ
か
け
、
ま
た
反
感
や
塑
彊
を
買
う
行
震
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
晩
年
の
鄭
斉
斗
が
そ
の

主
事
信
奉
の
故
に
李
廷
撲
の
弾
劾
を
受
け
た
こ
と
は
、
先
に
も
燭
れ
た
。
「
惑
世
謹
民
」
と
は
、
奇
し
く
も
そ
の
弾
劾
文
中
で
李
廷
撲
の
用
い

(

幻

)

た
語
で
も
あ
っ
た
。
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越
震
彬
に
劃
し
て
李
匡
臣
は
、
二
貼
に
わ
た
っ
て
反
論
し
て
い
る
。
一
つ
は
今
回
の
作
業
は
遺
稿
を
整
理
添
書
し
て
家
騒
用
の
定
本
を
作
成

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
師
設
の
流
布
顛
彰
を
企
画
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
今
ひ
と
つ
は
、

「
吾
道
に
大
害
有
り
」
と
す
る
越
震
彬

の
鄭
斉
斗
評
そ
の
も
の
へ
の
反
論
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
蛍
時
こ
の
作
業
に
従
事
し
て
い
た
人
々
が
、
貫
際
に
嘗
初
か
ら
家
臓
の
み
を
目

的
と
し
て
い
た
の
か
、

ま
た
そ
の
目
的
に
つ
い
て
主
要
メ
ン
バ
ー
が
認
識
を
共
有
し
て
い
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
検
査
す
べ
く
も
な
い
。
因

み
に
沈
錆
は

「
先
生
生
前
の
意
を
付
度
す
れ
ば
、
人
知
れ
ず
置
底
に
蔵
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
が
、
我
々
あ
と
に
残
さ
れ
た
者
の
立
場
か
ら

必
ず
し
も
先
生
の
遺
志
に
縛
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
必
要
も
な
い
。

(

幻

〉

と
い
さ
さ
か
含
み
の
あ
る
物
言
い
を
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
李
匡
臣
は
さ
ら
に
語
を
繕
い
で
反
論
を
展
開
し
て
い
く
。

要
は
、
ど
う
す
れ
ば
一
番
安
嘗
か
、
熟
慮
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
」

す
れ
ば
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鄭
斉
斗
の
設
を
流
布
す
れ
ば
世
を
惑
わ
し
民
を
語
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
趨
震
彬
の
危
倶
に
劃
し
て
、
李
匡
臣
は
以
下
の
よ
う
に
そ
の

反
論
を
読
き
起
こ
し
て
い
る
。

道
載
六
経
、
六
経
至
朱
子
、
設
揮
無
絵
。
天
地
問
、

一
朱
子
説
足
失
。
然
天
地
無
不
持
載
、
高
物
並
育
而
不
相
害
、
道
並
行
而
不
相
惇
。

既
有
朱
子
設
、

叉
有
稽
山
霞
谷
説
、
好
失
。

道
は
六
経
に
牧
載
さ
れ
て
お
り
、
六
経
の
員
意
は
、
朱
子
に
至
っ
て
徐
す
と
こ
ろ
な
く
護
揮
さ
れ
た
。
こ
の
天
地
の
聞
に
、
た
だ
朱
子
の

(
お
〉

設
の
み
が
あ
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
天
地
に
は
載
せ
ぬ
も
の
は
な
く
(
覆
わ
れ
ぬ
も
の
は
な
い
か
ら
〉
、
蔦
物
は
並

び
に
育
ま
れ
て
損
な
い
あ
う
こ
と
は
な
く
、
道
は
並
び
に
行
な
わ
れ
て
あ
い
惇
る
こ
と
は
な
い
。
既
に
朱
子
の
読
が
有
る
上
に
、
さ
ら
に

(
M〉

稽
山
(
王
守
仁
)
・
霞
谷
(
鄭
賛
斗
)
の
読
が
有
っ
て
構
わ
な
い
の
だ
。
(
『
遺
稿
』
筋
三
「
答
越
飛
卿
書
」
辛
酉
四
十
一
語
承
前
)

ア
ク
セ
ン
ト
の
置
き
方
如
何
に
よ
っ
て
、
様
々
な
方
向
に
解
緯
し
得
る
文
-
章
一
で
は
あ
る
。
李
匡
臣
自
身
、
朱
子
読
の
安
嘗
性
を
自
明
の
前
提
と

そ
れ
と
も
そ
れ
を
自
明
と
す
る
相
手
(
越
震
彬
、
あ
る
い
は
盤
倒
的
多
数
の
世
人
〉
の
立
場
に
ひ
と
ま
ず
寄
り
添
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す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
か
。

っ
た
上
で
、

立
論
を
試
み
て
い
る
の
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
鄭
斉
斗
や
王
守
仁
の
設
を
排
他
的
に
否
定
す
る
立
場
に
射
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い

る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

李
匡
臣
が
震
谷
間
学
説
や
陽
明
事
設
も
許
容
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
問
題
は
そ
の
理
由
附
け
で
あ
ろ
う
。
朱
子

撃
と
霞
谷
事
・
陽
明
撃
の
立
場
の
相
遣
を
明
確
に
認
め
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
是
認
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
の
相
遣
を
牧
東
解
消
す
る
方
向
で
、
調
和
調
停
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
李
匡
臣
は
明
ら
か
に
後

者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
黙
に
徴
し
て
も
、
鄭
斉
斗
か
ら
次
世
代
へ
と
俸
わ
っ
た
朝
鮮
陽
明
撃
は
、
少
な
く
と
も
李
匡
臣
に
お

い
て
見
る
限
り
、
早
く
も
大
き
な
出
現
質
を
、
途
げ
た
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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李
匡
臣
は
、
震
谷
撃
と
朱
子
撃
の
最
大
の
相
違
貼
は
格
物
致
知
の
解
揮
に
あ
る
と
し
た
上
で
、

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
経
書
の

訓
詰
上
の
相
違
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
こ
と
を
以
て
直
ち
に
商
者
の
立
場
そ
の
も
の
の
相
違
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
の
こ
と
を
以
て

(

お

)

と
述
べ
る
。
訓
話
解
簿
上
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
買
の
寅
践
に
お
い
て
雨
者
の

鄭
務
用
斗
を
異
端
邪
説
視
す
べ
き
で
は
な
い
、

立
場
に
甚
だ
し
い
懸
隔
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
李
匡
臣
は
霞
谷
翠
も
ま
た

「
朱
子
の
照
子
」
で
あ
り
「
朱
夫
子
の
羽
翼
」
た
り
得
る

(
m
m
〉

も
の
だ
、
と
ま
で
断
じ
て
い
る
ハ
い
ず
れ
も
同
書
〉
。

李
匡
臣
に
お
け
る
陽
明
事
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て

い
さ
さ
か
結
論
に
先
走
り
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
意
を
改
め
て
よ
り
具
瞳
的

に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

李
匡
臣
に
お
け
る
陽
明
率
理
解

-152ー
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李
匡
臣
の
陽
明
撃
理
解
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

」
こ
で
は
「
氷
炭
録
」

(
『
遺
稿
』
崩
一
〉
を
中
心
に
考
察
を
進
め
た
い
。

陽
明

事
の
基
本
的
な
術
語
に
闘
す
る
言
及
が
多
く
、
李
匡
臣
の
立
場
を
検
誼
す
る
上
で
多
く
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

「
氷
炭
録
」
は
笑
亥
(
英
租
十
九
年
、
四
十
四
歳
)
の
紀
年
を
附
し
、

全
九
十
二
僚
、

朱
子
撃
と
陽
明
翠
の
異
聞
を
専
ら
取
り
上
げ
た
著

あ
る
。

作
で
あ
る
。
李
匡
臣
は
四
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
執
筆
時
期
か
ら
言
っ
て
も
そ
の
思
想
的
立
場
の
到
達
貼
を
示
す
著
作
と
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。

李
匡
臣
が
陽
明
撃
の
基
本
的
な
命
題
に
劃
し
て
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
氷
炭
録
」
各
僚
の
記
述
か
ら
も
ひ
と
ま
ず
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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)

 

致

良

矢口

大
翠
致
知
云
者
、
事
就
徳
性
上
知
。
故
王
説
致
良
知
之
説
、
賓
近
似
鷲
。
蓋
徳
是
事
之
本
故
。
知
識
則
固
亦
可
謂
之
知
、
而
無
関
於
作
聖

之
功
故
也
。

『
大
事
』
に
云
う

「致
知
」
と
は
、
一
幕
ら
徳
性
上
の
知
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
王
氏
が
致
良
知
設
を
説
い
た
の
は
、
誠

に
『
大
皐
』
の
趣
旨
に
も
近
い
。
思
う
に
徳
こ
そ
が
事
の
根
本
だ
か
ら
で
あ
る
。
知
識
も
本
よ
り

「知
」
と
稽
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
聖

人
と
な
る
震
の
質
践
に
、

そ
れ
は
関
わ
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
「
氷
炭
銭
」
三
七
篠
〉

(

幻

)

「
徳
性
の
知
」
は
「
聞
見
の
知
」
と
劃
置
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
知
識
の
獲
得
は
聖
人
の
撃
に
は
無
縁
だ
と
さ
れ
て
お
り
、

の
解
穫
と
し
て
も
、
震
撃
の
根
本
義
に
照
ら
し
て
も
、
致
良
知
設
が
是
認
さ
れ
て
レ
る
。

『
大
事
』

「知
」
は
ど
う
し
て
良
知
の
み
に
と
ど
ま
ろ
う
か
。
見
聞
も
知
識
も
、
全
て
「
知
」
で
は
あ
る
。
た
だ
聖
人
と
な
る
痛
の
貫
践
は
、

-153一

知
量
濁
良
知
。
九
見
聞
知
識
、
皆
知
也
。
而
但
作
聖
之
功
主
心
事
。
故
王
以
良
知
震
説
。

IL' 

事

を
主
と
す
る
。
そ
れ
放
に
王
氏
は
良
知
を
説
い
た
の
だ
。

(
「
氷
炭
録
L

一
候
)

こ
こ
で
も
見
聞
知
識
よ
り
も
徳
性
に
重
き
を
置
く
も
の
と
し
て

「心
撃
」
の
立
場
に
理
解
を
示
し
た
上
で
、
致
良
知
設
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

(

b

)

 

知

~ 

1J 

A-
口

知
行
合

一
云
者
、
以
験
致
知
之
知
震
良
知
而
不
是
知
識
之
知
也
。

知
行
合
一
と
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
致
知
の
知
が
良
知
で
あ
っ
て
知
識
の
知
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
「
氷
炭
録
」

一
三
篠
)

153 

若
以
致
知
震
知
識
之
知
、
則
知
行
自
嘗
ニ
也
。
何
者
先
知
得
這
理
而
措
之
行
故
也
。
如
以
致
知
魚
良
知
之
知
、
則
知
行
自
嘗
一
也
。
何
者
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此
卸
心
術
幾
微
鹿
、
知
而
存
之
、
開
不
容
息
故
也
。

も
し
致
知
の
知
が
知
識
の
知
だ
と
す
れ
ば
、
知
行
は
自
ず
か
ら
二
物
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ま
ず
こ
の
理
を
知
っ
て
、
然
る
後
に
そ
れ

を
行
い
に
う
っ
す
か
ら
で
あ
る
。
も
し
致
知
の
知
が
良
知
の
知
だ
と
す
れ
ば
、
知
行
は
自
ず
か
ら
一
物
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
致
良
知

と
は
心
が
わ
ず
か
に
た
ち
働
く
場
に
聞
し
て
、
知
っ
て
こ
れ
を
存
す
る
、

そ
の
聞
に
一
息
を
も
さ
し
は
さ
み
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

-， 
氷

炭
録
」
九
一
保
)

る。 「
知
」
が
知
識
一
般
の
獲
得
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、

「
知
」
が
良
知
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、

ど
う
し
て
も
知
先
行
後
(
H
H
潟
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
た
上
で
そ
れ
を
寅
践
に
う
っ
す
)
と
な

「
行
」
は
一
連
の
答
篤
と
な
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
好
色
や
悪
臭
の
知
費
は

「知」

そ
れ
を
好
み
悪
む
こ
と
は
「
行
」
に
腐
す
る
が
、
貫
際
に
は
そ
れ
ら
は
不
可
分
一
瞳
の
営
み
と
な
る
、
と
い
う
王
守
仁
の
比
喰
を
想

(
お
)

起
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

「知」

に
属
し
、

(

C

)

 

，心

匝日

理
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以
心
卸
理
、
故
以
知
篤
良
知
。
而
以
知
震
良
知
、
故
以
潟
知
行
合
一
。
而
以
知
行
合
一
、
故
以
致
知
箆
致
良
知
而
属
之
行
。

「
心
聞
理
」
だ
か
ら
「
知
」

は
良
知
で
あ
る
。

「
知
」
が
良
知
だ
か
ら

「
知
行
合
ご

で
あ
る
。

「
知
行
合
ご

だ
か
ら
、

致
知
は

「
致
良
知
」
で
あ
っ
て
「
行
」
に
属
す
る
。

(
「
氷
炭
録
」
四
六
僚
)

李
匡
臣
に
あ
っ
て
は
、

「
心
印
理
」

「
致
良
知
」

「
知
行
合
一
」
は
互
い
に
論
理
的
必
然
性
に
お
い
て
不
可
分
に
結
び
つ
く
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
聖
人
の
撃
と
し
て
心
皐
・
致
良
知
設
の
立
場
を
揮
ぶ
以
上
、

心
開
理
と
知
行
合
一
も
あ
わ
せ
て
是
認
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

心
聞
理
、
故
知
是
良
知
、
故
知
行
合
一
。
然
則
人
不
可
求
知
於
事
物
。
朱
子
所
謂
窮
事
物
之
理
云
者
、
固
己
呉
乎
致
良
知
之
説
。

「
心
即
理
」
だ
か
ら
「
知
」
は
良
知
で
あ
り
、

そ
れ
放
に
「
知
行
合
ご
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
人
は
知
を
事
物
に
求
め
る
べ
き
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
朱
子
の
所
謂
「
事
物
の
理
を
窮
め
る
」
と
は
、

も
と
よ
り
致
良
知
読
と
は
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
「
氷
炭
録
」
一



四
僚
〉

わ
が
心
に
具
わ
る
良
知
が
と
り
も
な
お
さ
ず
理
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、

理
は
心
の
外
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

朱
子
の
格
物
致
知
説
(
即
物

窮
理
読
)
は
致
良
知
読
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

(

d

)

 

大

塁手

古

本

朱
子
以
格
致
魚
窮
事
物
、
輿
誠
意
各
項
工
夫
。
故
以
篤
古
本
脱
致
知
章
而
途
補
之
。
陽
明
則
以
格
致
矯
致
良
知
、
致
良
知
印
誠
意
之
功
。

故
以
震
古
本
本
無
致
知
章
、
不
可
補
之
也
。

朱
子
は
格
物
致
知
を
事
物
を
窮
め
る
の
意
味
に
と
り
、
誠
意
と
は
別
個
の
寅
践
と
見
な
し
た
。
そ
れ
故
に
古
本
は
致
知
の
章
を
脱
落
し
て

い
る
と
考
え
、
そ
れ
を
補
っ
た
。
陽
明
は
格
物
致
知
と
は
致
良
知
で
あ
り
、
致
良
知
と
は
と
り
も
直
さ
ず
誠
意
の
貫
践
で
あ
る
と
見
た
。

そ
れ
故
に
古
本
に
は
も
と
も
と
致
知
の
章
は
な
く
、
補
足
な
ど
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
。

(
「
氷
炭
録
」
八
六
僚
〉

-155-

李
匡
臣
に
よ
れ
ば
、
朱
子
は
『
大
事
』
経
文
の
格
物
致
知
と
誠
意
と
を
各
々
濁
立
し
た
寅
践
項
目
と
見
な
し
た
か
ら
、
封
躍
す
る
停
文
が
そ
れ

ぞ
れ
に
有
っ
て
然
る
べ
き
と
考
え
、
格
致
に
劃
す
る
惇
を
補
っ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
陽
明
は
格
致
と
誠
意
は
一
瞳
不
可
分
の
貫
践
と
見
な
し
た

か
ら
、
補
俸
の
必
要
性
を
否
定
し
、
古
本
に
劃
す
る
朱
子
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
改
獲
を
無
用
の
も
の
と
し
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
朱
子
は
『
躍
記
』
「
大
回
目
子
」
第
四
十
二
重
を
濁
立
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
皐
行
す
る
に
際
し
、
蓄
本
に
は
街
文
や
閥
文
、

凱
丁
、
が
有
っ
て
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
、
が
逼
じ
難
い
と
考
え
、
意
を
以
て
こ
れ
を
改
め
る
と
と
も
に
、

本
文
全
瞳
を

「経」

一
章一

(
孔
子
の
意
を

曾
子
が
祖
述
し
た
部
分
)
と
「
停
」
十
章
(
「
経
」
に
劃
す
る
曾
子
の
解
説
を
、
曾
子
の
門
人
が
筆
録
し
た
部
分
〉
と
に
分
章
し
、
注
穫
を
施
し
た
(
『
大
皐

章
句
』
)
。
特
に

「
経
」
文
中
の
所
謂
入
僚
目
の
う
ち
格
物
・
致
知
に
劃
す
る
「
俸
」
に
相
賞
、
す
る
部
分
が
奮
本
に
は
脱
落
し
て
い
る
と
考
え
、

「
此
謂
知
之
至
也
」
の
前
に
自
ら
停
文
を
補
っ
た
(
停
第
五
章
、
所
謂
「
格
物
補
俸
」
)
。
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こ
れ
に
射
し
て
王
守
仁
は
朱
子
の
『
大
事
章
句
』
本
を
否
定
し
、
改
め
て
大
撃
古
本
を
頴
彰
し
た
〈
『
王
文
成
公
金
書
』
巻
七
「
大
息
一
古
本
序
」
)
。
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物
。」

ま

た

王

守

仁

は

「

心

」

「

身

之

主

宰

便

是

心

、

心

之

所

設

便

是

一

意

、

と
い
う
溺
自
の
解
闘
停
を
施
し
て
い
る
(『停
習
録
』
各
上
、
六
篠
)
。
こ
う
し
た
概
念
規
定
か
ら
の
嘗
然
の
婦
結
と
し
て
も
、

「意」

「知」

「
物
」
に
封
し
て

意
之
本
瞳
便
是
知
、

意
之
所
在
使
是

陽
明
撃
に
あ

つ
て
は

「誠
意
」
も
「
致
知
」

も
そ
の
具
瞳
的
な
寅
践
の
場
は
「
格
物
」
に
牧
飲
さ
れ
、

(
m
U
)
 

さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
も
三
者
は
一
連
の
管
震
と
し
て
一
瞳
覗

蓋
大
事
八
僚
雌
各
分
開
、
而
亦
相
貫
徹
。
至
如
誠
意
致
知
、
則
尤
是
大
築
底
極
精
切
慮
、
開
不
以
髪
、
元
無
可
分
。
所
以
経
文
知
之
至
也

下
、
開
承
誠
其
一
意
者
。
而
九
悪
悪
好
好
、
輿
其
下
所
引
詩
書
語
、
無
非
誠
意
之
事
。
是
員
致
知
之
功
而
誠
意
致
知
、
混
第
一
章
。
古
文
之

義
自
如
此
、
而
陽
明
有
道
乎
是
而
以
詮
其
説
耶
。

思
う
に
『
大
事
』
の
八
篠
自
は
そ
れ
ぞ
れ
に
匡
分
を
持
つ
と
は
い
え
、
ま
た
互
い
に
逼
底
し
て
も
い
る
。
誠
意
一
と
致
知
と
は
『
大
事
』
の

中
で
も
と
り
わ
け
、
極
め
て
精
微
な
箇
所
で
あ
っ
て
、
開
髪
を
容
れ
ず
、
も
と
よ
り
分
か
ち
得
ぬ
も
の
。
だ
か
ら
経
文
も
「
知
之
至
也
」

「
好
好
色
」
及
び
そ
の
下
に
引
く

『
詩』

語
な
ど
も
全
て
、
誠
意
の
内
容
で
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
員
の
意
味
で
の
致
知
の
寅
践
な
の
で
あ
っ
て
、
誠
意
と
致
知
と
は
、

の
下
を
、
直
ち
に

「
誠
其
意
者
」
で
以
て
承
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
悪
悪
臭
」

『
室
田
』
の

戸

hυ14
 

混
然
一
睡
と
な
っ
て
一
章
を
な
し
て
い
る
の
だ
。
古
文
の
意
義
は
自
ず
と
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
陽
明
も
こ
の
貼
に
依
援
し

て
、
そ
の
自
説
(
致
良
知
設
〉
の
詮
し
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
向
上
〉

こ
こ
で
李
匡
臣
は
王
守
仁
同
様
、
致
知
と
誠
意
の
寅
践
は
一
瞳
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
の
自
ら
の
認
識
を
示
し
、

テ
キ
ス
ト
の
本
義
に
照
ら
し
て
も
、
致
知
と
誠
意
と
は
一
章
一
を
篤
す
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
李
匡
臣
は
、
補
俸
の
必
要
性
を
否
定
し

か
つ
「
古
文
の
義
」
聞
ち

古
本
を
是
と
す
る
貼
に
お
い
て
、

王
守
仁
に
興
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
諸
僚
に
照
ら
せ
ば
、
李
匡
臣
が
陽
明
撃
の
基
本
的
な
立
場
に
劃
し
て
お
お
む
ね
肯
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

る
だ
ろ
う
。

ひ
と
ま
ず
は
確
認
さ
れ
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と
こ
ろ
で
「
氷
炭
録
」
と
い
う
題
名
か
ら
は
、

朱
子
事
と
陽
明
撃
の
氷
撰
相
容
れ
ざ
る
相
遣
を
強
調
し
た
内
容
を
、

さ
ら
に
李
匡
臣
が
鄭
湾

斗
門
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
陽
明
挙
を
是
と
す
る
明
確
な
立
場
を
示
す
内
容
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
議
見
の
も
と
に

本
書
を
讃
み
進
め
る
と
、

禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
肩
す
か
し
の
感
を
受
け
る
。

一
讃
す
る
と
こ
ろ
、
買
は
む
し
ろ
、
少
な
か
ら
ず
旗
峨
不
鮮
明
と
の
印
象
を

『
遺
稿
』
の
中
で
李
匡
臣
自
身
、
が
「
氷
炭
録
」
に
言
及
す
る
の
は
次
の
一
カ
所
の
み
で
あ
る
。

裏
以
魚
心
即
理
之
説
、
弟
即
固
深
有
取
鷲
、
而
其
輿
程
朱
性
理
説
、
如
水
火
不
問
。
而
兄
則
以
篤
未
嘗
不
問
、
欲
調
縫
雨
合
。
此
蓋
兄
於

王
朱
常
有
雨
可
之
意
、
所
謂
氷
炭
録
、
皆
是
此
一
意
。
故
於
此
論
性
同
異
慮
、
亦
未
克
援
王
而
入
朱
、
以
朱
而
準
王
玄
。
是
不
知
吾
意
也
。

蓋
王
朱
痛
事
入
頭
慮
、
如
燕
越
相
似
。
而
但
其
所
論
互
有
得
失
、
不
能
無
氷
炭
於
胸
中
。
所
以
著
氷
最
録
者
也
。
然
亦
只
志
吾
之
疑
而

己
。
未
嘗
牽
合
彼
此
以
魚
下
説
。

-157 

わ
た
く
し

裏
仲
が
言
う
に
は
「
心
聞
理
の
説
に
、
弟
は
木
よ
り
深
く
賛
同
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
程
朱
の
性
理
説
(
H
H

「
性
問
理
」
)
と
は

水
火
の

如
く
相
違
す
る
も
の
な
の
だ
。

し
か
る
に
兄
は
、
全
く
相
違
な
し
と
見
な
し
、
調
縫
し
て
雨
者
を
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
恐
ら

く
兄
が
、

王
・
朱
に
劃
し
て
常
に
南
可
調
停
の
意
を
抱
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
『
氷
炭
録
』
も
、
全
て
こ
の
意
園
に
出
る

の
だ
。
だ
か
ら
今
回
の
よ
う
に
性
の
同
異
を
論
ず
る
場
合
で
も
、
や
は
り
王
を
引
っ
張
っ
て
朱
の
陣
営
に
組
み
入
れ
た
り
、
朱
の
立
場
を

王
の
立
場
に
同
化
し
た
り
、

と
い
う
面
を
克
れ
な
い
の
だ
。
」
と
。

こ
れ
は
私
の
意
を
理
解
せ
ぬ
も
の
だ
。

思
う
に
王
・
朱
の
拳
聞
の
入

り
口
は
、
燕
(
北
方
〉
に
行
く
か
越
(
南
方
〉
に
行
く
か
ほ
ど
の
遣
い
が
有
る
。
た
だ
そ
の
所
論
に
は
互
い
に
得
失
が
有
っ
て
、
わ
が
胸
中

に
も
氷
炭
相
容
れ
ざ
る
の
思
い
な
し
と
し
な
い
。
こ
れ
が
『
氷
炭
録
』
を
著
し
た
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
も
た
だ
私
の
疑
義

を
-
記
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
彼
此
を
無
理
や
り
に
合
致
さ
せ
排
じ
立
て
よ
う
な
ど
と
は
決
し
て
し
て
い
な
い
の
だ
。
(
『
遺
稿
』
加
一
「
興
袈

157 
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仲
鉢
難
朱
王
理
気
読
」

一二)

李
匡
賛
(
一
七
O
二
J
一
七
六
六
、
{
子
裏
仲
、
続
中
翁
)
は
李
匡
臣
の
従
兄
弟
で
あ
る
。

「
輿
裏
仲
排
難
朱
王
理
気
設
」
は
全
四
通
。

同
一
時
期
の

執
筆
で
あ
れ
ば

「
氷
炭
録
」
に
言
及
し
て
レ
る
以
上

四
十
四
歳
以
降
の
資
料
と
な
る
。

」
こ
で
李
匡
貨
は
、

李
匡
臣
が

「
心
印
理
」

と

「
性
聞
理
」

を
全
く
同
一
視
し
て
い
る
と
批
判
し、

さ
ら
に
は
そ
れ
が
李
匡
臣
の
朱

・
王
を
雨
可
調
停
し
よ
う
と
す
る
基
本
姿
勢
に
起
因
す
る

」

'
Y
』、

「
氷
炭
録
」
も
そ
の
立
場
に
沿
っ
て
執
筆
さ
れ
た
著
述
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
李
匡
臣
本
人
は
、
も
と
よ
り

全
面
的
に
反
論
し
て
い
る。

「氷
山
灰
録
」
に
表
れ
た
李
匡
臣
の
立
場
を
考
察
す
る
上
で
も
、
看
過
し
得
ぬ
一
節
で
あ
ろ
う
。

そ
の
前
に
朱
・
王
の
理
気
説
に
閲
す
る
雨
者
の
見
解
の
相
違
に
も
一
言
絹
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
李
匡
賛
は
、
程
朱
は
理
気
を
別
個
の
二
物
と
見
な
し
た
か
ら
「
性
即
理
」
を
説
き
、
王
守
仁
は
理
集
を
一
物
と
見
な
し
た
か
ら

「心
部

王
守
仁
の

「
心
聞
理
」
読
は
「
性
印
理
」
読
を
反
駁
す
ベ
く
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
見
解
を
示
し
、
自
ら
も
理
気

た
だ
こ
の
批
判
の
嘗
否
を
吟
味
す
る
に
は
、

理
」
を
説
い
た
、

起
し
た
の
で
あ
っ
て
、

理
気
読
に
閲
し
て
程
朱
に
異
を
唱
え
る
こ
と
に
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、

理
気
は
一
に
し
て
二
、
二
に
し
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一
物
の
立
場
に
立
っ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
李
匡
臣
は
、

「
心
聞
理
」
は
世
人
が
心
外
に
理
を
求
め
る
弊
害
に
陥
る
こ
と
を
憂
え
て
王
守
仁
が
提

て一

、
不
離
不
雑
の
閥
係
に
あ
る
、
理
気
を
雑
言
せ
ぬ
黙
に
お
い
て
、

王
氏
も
程
朱
と
同
じ
立
場
で
あ
る
、

と
反
論
し
た
(
以
上、

「輿
護
仲
緋

難
朱
王
理
気
設
」
一
)
。

こ
の
よ
う
に
、

李
匡
臣
は

「性
問
理
」
と
「
心
削
理
」
を
同

一
視
す
る、

と
い
う
李
匡
賛
の
批
判
は

「
性
即
理
」
と

「心
即
理
」
と
理
気
一
物
を
結
び
つ
け
た
李
匡
賛
の
理
解
を
李
匡
臣
が
否
定
し
た
こ
と
を
指
し
て
、
帰
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

王
守
仁
は
理
気
の
閲
係
に
つ
い
て
朱
烹
の
如
く
明
確
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
し
、
貫
際
に
そ
の
問
題
に
つ
レ
て
は
多
く

を
語
っ
て
い
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
王
守
仁
が
「
心
即
理
」
を
提
起
し
た
企
圃

・
趣
旨
に
閲
し
て
は
、
李
匡
賛
よ
り
も
李
匡
臣
の
解
稗
の
方

が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
先
の
李
匡
賛
に
よ
る
李
匡
臣
批
判
に
は
、

理
気
二
物
、

一
面
的
に
過
ぎ
て
多
分
に
嘗
を
失
し
た
面
の
あ
る
こ
と
は
否

め
ま
い。

し
か
し
な
が
ら
、
朱
王
理
気
説
に
閲
す
る
論
争
と
い
う
文
賑
を
ひ
と
ま
ず
捨
象
し
て
、

「
欲
鵡
縫
雨
合
」

「
於
王
朱
常
有
雨
可
之
意
一
」

援



王
而
入
朱
」

「
以
朱
而
準
王
」
と
い
っ
た
表
現
の
み
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、

そ
れ
が
李
匡
臣
の
ス
タ
ン
ス
や
「
氷
炭
録
」
の
執
筆
姿
勢
を
存

外
言
い
嘗
て
た
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る
の
も
ま
た
事
買
で
あ
る
。

3 

「氷
炭
録
」
中
に
は
互
い
に
矛
盾
す
る
、
或
い
は
一
貫
性
を
依
く
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
護
言
が
散
見
し
て
い
る
。

陽
明
読
終
似
抹
弊
説
。
世
人
専
務
知
識
、
故
以
良
知
説
。
世
人
知
市
不
行
、
故
説
知
行
合
一
。
此
終
似
救
弊
説
、
而
大
事
本
意
、
則
似
不

如
是
耶
。

陽
明
の
説
は
、
結
局
は
弊
害
を
救
う
た
め
の
設
で
あ
る
よ
う
に
思
う。

世
人
が
専
ら
知
識
を
求
め
る
こ
と
に
務
め
た
の
で
、
そ
れ
で
良
知

を
説
い
た
。
世
人
が
知
る
だ
け
で
行
わ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
知
行
合
一
を
説
い
た
。
こ
れ
は
結
局
は
弊
害
を
救
う
た
め
の
説
で
あ
る

よ
う
に
思
う
。

し
か
し
『
大
撃
』
の
本
旨
は
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
。

(
「
氷
炭
録
」
八
四
僚
)
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陽
明
設
が
救
弊
の
設
で
あ
る
と
は
、

「読
」
と
し
て
の
普
遍
的
安
嘗
性
に
お
い
て
こ
れ
を
是
認
す
る
の
で
は
な
く
、
弊
害
を
救
済
す
る
と
い
う

現
質
的
数
用
に
鑑
み
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
こ
れ
を
是
認
す
る
、
と
い
う
語
気
を
含
ん
で
の
評
債
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
致
良
知
読
提
唱
の
企

『
大
事
』
解
簿
と
し
て
「
致
知
H
致
良
知
」
が
安
嘗
か
否
か
は
自
ず
か
ら
別
問
題
、
と
い
う
の
が
こ
の
僚
に
お
け
る
李

し
か
し
こ
れ
は
既
に
引
い
た
三
七
僚
の
、
致
知
の
知
は
徳
性
の
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
従
っ
て
『
大
事
』
解
擦
と
し
て

圃
は
許
債
し
つ
つ
も
、

匡
臣
の
見
解
で
あ
る
。

も
陽
明
致
良
知
読
が
安
嘗
、
と
い
う
主
張
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
同
じ
く
三
七
僚
の
「
知
識
は
作
聖
の
功
に
関
わ
ら
ず
」
と
い
う
主
張
に
照
ら
し
て
も
、
李
匡
臣
が
朱
子
の
格
物
致
知
解
揮
を
安
嘗
親
し

て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
次
の
語
も
朱
子
の
格
致
解
穣
に
劃
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
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晦
翁
格
致
読
、
終
於
格
字
訓
、
似
臭
冗
不
安
。

晦
翁
の
格
物
致
知
設
も
、
結
局
は
「
格
」
字
の
訓
の
落
ち
着
き
が
悪
い
よ
う
だ
。

(
「
氷
炭
録
」
九
二
候
)
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し
て
み
れ
ば
李
匡
臣
は
、
格
物
致
知
解
穣
に
関
し
て
朱
子
説
と
陽
明
読
の
い
ず
れ
に
射
し
で
も
否
定
的
で
あ

っ
た
の
か
。
け
れ
ど
も
そ
れ
な
ら

そ
れ
で
、

そ
の
線
で
首
尾
一
貫
し
た
立
場
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、

そ
の
よ
う
な
様
子
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。

説
令
如
朱
子
第
事
物
之
義
、
而
亦
以
正
訓
格
、
未
篤
不
可
耶
。

た
と
え
朱
子
の
「
事
物
を
窮
め
る
」
と
い
う
立
場
に
立
ち
つ
つ
「
格
」
を
「
正
す
」
と
訓
ん
で
も
、
別
に
差
し
支
え
は
な
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

(
「
氷
炭
録
」
一
九
候
)

常
識
的
に
は
『
大
照
子
』
解
樺
と
し
て

「格
」
を
「
至
る
」
と
訓
む
か
「
正
す
」
と
訓
む
か
が
格
物
窮
理
・
聞
物
窮
理
と
い
う
朱
子
事
的
質
践

方
法
論
を
是
認
す
る
か
否
か
の
分
岐
貼
を
な
す
。
し
か
し
右
の
僚
で
は
、
即
物
窮
理
の
方
法
論
と
「
格
リ
正
」
と
い
う
訓
詰
が
雨
立
し
得
る
と

述
べ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
な
ど
も
、
そ
も
そ
も
李
匡
臣
自
身
の
擦
っ
て
立
つ
思
想
的
立
場
が
那
漫
に
在
る
の
か
、
に
わ
か
に
は
剣
じ
難
い
と
の

(

ω

)

 

感
を
抱
か
し
め
る
。
李
匡
臣
の
瞳
系
的
思
想
を
「
氷
炭
録
」
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
確
か
に
困
難
で
あ
る
。

四

朱
王
雨
可
の
立
場
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格
物
致
知
解
揮
に
闘
す
る
李
匡
臣
の
立
場
が
剣
然
と
し
な
い
、
と
述
べ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
、
朱
子
の
格
物
窮
理
設
を
李
匡
臣
が
ど
の
よ
う

に
理
解

・
評
債
し
て
い
た
の
か
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。

朱
子
読
非
謂
只
窮
彼
物
之
理
也
。
蓋
以
篤
因
彼
物
之
形
而
識
此
心
之
理
云
爾
。
是
何
病
乎
。

朱
子
は
た
だ
彼
の
物
の
理
を
窮
め
る
こ
と
の
み
を
説
い
た
の
で
は
な
い
。
思
う
に
、
彼
の
物
の
形
に
因
っ
て
此
の
心
の
理
を
識
ろ
う
と
考

え
た
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

い
っ
た
い
ど
こ
に
問
題
が
有
ろ
う
か
。

(
「
氷
炭
鋒
」
一
七
傑
)

朱
読
日
即
物
窮
理
者
、
非
窮
物
理
也
。
蓋
以
此
心
之
理
輿
彼
物
之
理
相
貫
、
故
必
依
彼
物
而
窮
此
心
之
理
。
非
是
窮
彼
物
之
理
也
。
賓
非



外
此
心
而
篤
功
也
。
則
是
亦
求
之
於
内
也
。

朱
設
に
「
印
物
窮
理
」
と
い
う
の
は
、
物
の
理
を
窮
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
思
う
に
、
此
の
心
の
理
と
彼
の
物
の
理
と
は
貫
通
し

て
い
る
、
だ
か
ら
必
ず
や
彼
の
物
に
因
っ
て
此
の
心
の
理
を
窮
め
る
の
で
あ
る
。
彼
の
物
の
理
を
窮
め
る
の
で
は
な
い
。
決
し
て
此
の
心

を
さ
し
置
い
て
賓
践
を
篤
す
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
自
己
の
内
面
に
求
め
る
管
み
な
の
で
あ
る
。

(
「
氷
炭
録
」
二
O
傑
)

朱
子
窮
格
是
亦
心
撃
也
。
蓋
物
理
問
吾
心
之
理
、
窮
物
理
印
窮
此
心
之
理
、
是
非
心
事
乎
。

朱
子
の
窮
理
格
物
も
や
は
り
心
事
な
の
で
あ
る
。
思
う
に
物
の
理
は
吾
が
心
の
理
に
他
な
ら
ず
、
物
の
理
を
窮
め
る
こ
と
は
取
り
も
直
さ

ず
こ
の
心
の
理
を
窮
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
心
事
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

(
「
氷
炭
録
」
八
二
候
〉

物
の
理
と
心
の
理
と
は
逼
底
一
貫
し
て
い
る
か
ら
、
物
理
を
窮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
理
を
窮
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
子
即
物
窮
理
設
は

物
理
そ
の
も
の
を
窮
め
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
心
の
理
を
窮
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
心
外
に
理
を
求
め
よ
う
と
す

し
て
み
れ
ば
こ
れ
も
ま
た
心
皐
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
批
判
す
べ
き
貼

る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
己
内
面
の
寅
践
で
あ
る
。
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は
な
い
。
|
|
李
匡
臣
は
そ
う
理
解
す
る
。

確
か
に
朱
子
撃
は
、
寓
物
は
一
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
の
立
場
を
と
る
。

(

但

〉

「
類
を
以
て
推
す
」
こ
と
も
可
能
と
な
る
わ
け
だ
。
し
か
し
朱
子
撃
で
は
、
理
一
分
殊
だ
か
ら
一
物
に
格
れ
ば
蔦
理
に
遁
ず
る
、
と
い
う
説
き

(
m
M
〉

方
は
決
し
て
し
な
い
。
む
し
ろ
事
事
物
物
の
理
を
窮
め
て
こ
そ
は
じ
め
て
理
一
も
瞳
得
で
き
る
の
だ
と
説
く
。
即
ち
朱
子
格
物
読
の
「
物
」
は

文
字
通
り
事
事
物
物
・
寓
事
高
物
を
含
意
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
心
」
も
蔦
物
の
一
つ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
朱
子
撃
で
は
、
心

(

お

〉

一
草
一
木
の
理
を
窮
め
る
こ
と
も
ま
た
、
震
す
べ
き
替
震
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持
つ
。

一
理
で
あ
る
以
上
、
彼
に
よ
っ
て
比
を
知
る
、

い
わ
ゆ
る

の
理
を
窮
め
る
こ
と
と
並
ん
で
、

『
朱
子
語
類
』
の
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巻
一

J
巻
三
が
太
極
・
天
地
・
鬼
神
、
巻
四
J
巻
六
が
人
物
之
性
気
質
之
性
・
性
情
心
意
等
名
義
・
仁
義
耀
智
等
名
義
と
い
う
表
題
を
掲
げ
て

い
る
の
も
、
朱
子
そ
の
人
に
よ
る
格
物
致
知
の
寅
践
が
、
人
間
事
・
心
理
事
・
倫
理
事
の
み
な
ら
ず
、
宇
宙
論
・
天
文
事
・
気
象
事
・
地
理
事
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な
ど
極
め
て
多
方
面
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
、
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

李
匡
臣
に
も
、
朱
子
格
物
論
の
劃
象
が
慶
く
日
月
星
辰
山
川
草
木
に
ま
で
及
び
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
劃
象
と
し
た
格

物
は
自
己
内
面
の
寅
践
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
、

と
の
認
識
は
有
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
に
格
物
封
象
の
外
延
を
贋
げ
て
い
く
こ
と
は

(
引
抽
〉

と
も
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
上
述
の
如
き
格
物
解
調
停
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

「
印
物
窮
理
は
心
事
に
他
な
ら
ぬ
」
と
い
う
李
匡
臣
の
論
定
は
、
朱
子
格
物
設
の
寅
践
志
向
を
極
め
て
限
定
的

・
極
限
的
に
解
揮
す

る
も
の
で
あ
り
、
朱
子
事
理
解
と
し
て
安
嘗
な
も
の
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。

に
せ
よ
、

朱
子
格
物
論
の
本
旨

・
本
領
で
は
な
い
、

王
守
仁
も
、
朱
子
格
物
読
を
文
字
通
り
事
物
に
理
を
求
め
る
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
こ
れ
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
王
守
仁
が

(

お

)

朱
子
撃
か
ら
訣
別
し
た
の
も
、
こ
の
貼
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
(
「
龍
場
の
大
悟
」
)
。

る
一
大
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、

心
外
に
理
を
求
め
る
朱
子
拳
に
劉
す

(

お

)

そ
の
貼
に
つ
い
て
は
李
匡
臣
自
身
、
十
二
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
。
し

か
し
朱
子
格
物
致
知
説
に
劃
し
て
上
述
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
李
匡
臣
に
あ
っ
て
は
、
王
守
仁
の
朱
子
皐
批
剣
の
方
が
む
し
ろ
嘗
を
失
し
た
も

彼
の
心
印
理
設
も
、

の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
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陽
明
以
朱
子
格
物
鴛
義
外
云
。
而
朱
子
之
説
、
亦
非
以
物
理
不
管
於
吾
心
。
彼
物
所
寓
之
理
、
印
吾
心
所
具
之
理
。
就
其
物
而
窮
其
理
、

明
其
善
、
乃
窮
此
心
之
理
、
明
此
心
之
善
。
非
物
自
物
、
心
自
心
、
心
興
物
一
也
。
則
格
物
非
義
外
。

(

町

山

)

陽
明
は
朱
子
格
物
を
義
外
で
あ
る
と
批
剣
し
た
。
し
か
し
朱
子
の
設
は
、
物
の
理
は
吾
が
心
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
の

物
に
寓
さ
れ
る
理
は
、
と
り
も
直
さ
ず
吾
が
心
の
具
え
る
理
な
の
だ
。
そ
の
物
に
即
し
て
そ
の
理
を
窮
め
そ
の
善
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

ヵ:

つ
ま
り
心
の
理
を
窮
め
こ
の
心
の
善
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
だ
。
物
は
物
、

一
つ
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
格
物
は
義
外
で
は
な
い
。

心
は
心
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

心
と
物
と
は

(
「
氷
炭
録
」
五
六
僚
〉

陽
明
之
意
、

以
朱
子
之
格
物
魚
講
求
得
節
目
、

如
孝
則
只
講
求
得
温
清
定
省
之
節
目
、

市
不
求
人
子
側
恒
敬
愛
之
理
云
。

是
則
謹
朱
子

也



陽
明
の
解
懇
に
よ
る
と
、
朱
子
の
格
物
と
は
細
則
を
講
求
す
る
こ
と
、

例
え
ば
孝
に
つ
い
て
は
、

た
だ
「
温
・
清
・
定
・
省
」

(
冬
に
は

暖
か
く
、
夏
に
は
涼
し
く
、
渡
る
前
に
は
疲
床
を
整
え
、
朝
に
は
ご
機
嫌
を
伺
う
、
「
幽
躍
」
上
〉
と
い
っ
た
細
則
を
講
求
す
る
の
み
で
、

い

た

か

な

(

お

)

人
の
子
と
し
て
の
側
み
但
し
み
敬
い
愛
す
る
と
い
う
理
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
こ
れ
は
朱
子
を
謹
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
躍
記
』

(
「
氷
炭
録
」
七
二
僚
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
王
守
仁
に
よ
る
朱
子
格
物
読
理
解
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
朱
子
撃
の
立
場
を
是
と
し
て
陽
明
事
の
立
場
を
非

と
す
る
と
い
う
主
張
で
は
無
論
な
く
、
む
し
ろ
雨
者
の
立
場
に
は
著
し
い
懸
隔
は
な
い
の
だ
と
強
調
す
る
こ
と
に
、

そ
の
主
眼
が
あ
る
の
だ
ろ

う

「
聞
物
窮
理
は
心
事
で
あ
る
」
と
の
論
断
も
、

ま
さ
に
李
匡
臣
の
そ
う
し
た
立
場
の
端
的
な
表
明
に
他
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
朱
王

の
雨
可
調
停
を
企
画
す
る
立
場
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
李
匡
賛
の

し
た
も
の
で
は
な
い
と
、
先
に
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。

「
朱
を
以
て
王
に
準
ず
る
」
と
い
う
李
匡
臣
評
が
あ
な
が
ち
的
を
外

2 

- 163ー

李
匡
臣
の
思
想
に
は
朱
王
雨
可
調
停
の
傾
向
が
あ
る
と
述
べ
た
。
次
の
言
葉
も
彼
の
そ
う
し
た
立
場
を
端
的
に
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う

陽
明
亦
不
能
不
思
索
義
理
。
是
非
窮
事
物
乎
。
朱
子
所
謂
窮
格
、

不
遁
如
是
。
而
陽
明
毎
以
鶏
朱
子
窮
格
、
専
在
芝
然
事
物
上
云
。
是
則

抑
勤
也
。

陽
明
も
ま
た
義
理
を
思
索
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
つ
ま
り
事
物
を
窮
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。
然
る
に
陽
明
は
常
に
、
朱
子
の
窮
理
格
物
は
専
ら
事
物
上
を
さ
ま
よ
い

朱
子
の
所
謂
窮
理
格
物
と
は
、

漂
う
こ
と
だ
、
と
見
な
す
。
こ
れ
は
不
嘗
に
抑
え
つ
け
た
言
い
分
だ
。

(
「
氷
炭
録
」
八
一
候
)

163 

陽
明
難
麿
窮
格
之
工
、

而
今
以
論
格
致
文
義
言
之
、

知
之
可
爵
良
知
、
格
之
可
震
正
、

反
復
講
討
、
是
則
不
是
窮
格
之
事
乎
。

知
是
物
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也
、
格
字
之
矯
義
是
亦
物
也
。

陽
明
は
窮
理
格
物
の
工
夫
を
切
り
捨
て
て
は
い
る
が
、
慣
に
格
物
致
知
の
文
義
を
論
ず
る
場
合
を
例
に
と
れ
ば
、

「知
」
は
「
良
知
」
と

解
穆
す
べ
き
で
あ
り
、
「
格
」
は
「
正
す
」
と
解
穆
す
べ
き
で
あ
る
、
等
と
繰
り
返
し
講
論
討
議
す
る
そ
の
こ
と
が
、

の
営
み
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
知
」
も
「
物
」
で
あ
り
、

「格
」
字
の
字
義
も
ま
た
「
物
」
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
窮
理
格
物

(
「
氷
炭
録
」
七
一
候
〉

主
守
仁
は
朱
子
の
格
物
窮
理
設
を
批
判

・
否
定
し
た
が
、

王
守
仁
も
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
考
究
思
索
の
営
痛
が
、

ま
さ
に
格
物
窮

理
の
寅
践
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
も
そ
も

「格
物
」

「
致
知
」
の
訓
詰
字
義
そ
の
も
の
が

「
物
」
即
ち
窮
理
の
割
象
に
他
な
ら
な
い
で
は

な
い
か
o
l
-
-
こ
れ
は
一
見
ユ

一
l
ク
な
指
摘
と
思
え
な
く
は
な
い
。
確
か
に
何
事
か
に
思
慮
思
索
を
傾
け
る
よ
う
な
行
震
は
誰
し
も
が
日
常

的
に
営
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
意
味
で
は

そ
れ
と
自
費
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、

誰
し
も
が
格
物
窮
理
の
質
践
者
で
あ
り
得

る
。
要
す
る
に
、
格
物
致
知
の
訓
詰
上
に
鋭
い
樹
立
は
有
っ
て
も
、

日
常
的
貿
践
の
レ
ベ
ル
で
は
朱
王
南
者
に
著
し
い
隔
た
り
は
な
い
、

と
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う
の
が
李
匡
臣
の
言
い
分
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
「
格
」
を
「
至
」
と
訓
む
か

「
正
」
と
訓
む
か
、
致
知
の
「
知
」
を
「
知
識
」
と
見
る
か
「
良
知
」
と
見
る
か
は
、
自
ら
の
事
問

方
法
論
と
し
て
い
ず
れ
を
捧
び
と
る
か
の
態
度
表
明
で
も
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
、

「
理
」
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
、

「
心
」
と

日
常
生
活
に

「
理
」
を
如
何
な
る
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
か
、
と
い
う
理
観
・
人
間
観
と
も
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

お
い
て
義
理
の
思
索
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
事
柄
と
は
、

お
よ
そ
衣
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

先
に
李
匡
臣
自
身
の
格
物
致
知
解
樟
が
不
明
確
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
即
物
窮
理
の
方
法
論
と
「
格
H
正
」
の
訓
詰
と
が
南
立
し
得
る
、

と

い
う
李
匡
臣
の
見
解
も
紹
介
し
た
(
「
氷
炭
録
」

一
九
燦
)
。
結
局
の
と
こ
ろ
李
匡
臣
は
、

「格
物
致
知
」
の
訓
詰
解
律
問
題
自
瞳
に
は

さ
し
て

重
き
を
置
レ
て
い
な
い
の
だ
。

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
李
匡
臣
の
霞
谷
間
学
評
債
で
あ
る
。
李
匡
臣
は
霞
谷
事
と
朱
子
撃
の
最
大
の
相
違
貼
は
そ
の
格
物
致
知
解
穫
に
あ
る

こ
と
を
認
め
た
上
で
、

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
経
書
の
訓
詰
上
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
、

と
強
調
し
て
い
た
(
『
遺
稿
』
加
三
「
答
趨
飛
卿
書
」



辛
酉
四
十
ニ
鼠
)
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
李
匡
臣
の
朱
王
論
で
も
あ
っ
た
。

お
よ
そ
矯
撃
に
志
を
有
す
る
ほ
ど
の
者
で
あ
れ
ば
、

「
義
理
を
明
ら
め
る
こ
と
(
讃
書
思
索
〉
」
と
「
本
原
を
正
す
こ
と
(
存
誠
克
復
)
」
の
二

者
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
が
わ
き
ま
え
て
い
る
。

ば
、
「
格
」
字
を
「
正
す
」
と
訓
ん
で
始
め
て
「
正
木
原
」
を
知
る
わ
け
で
も
な
い
。

「
格
」
字
を
「
至
る
」
と
訓
ん
で
始
め
て
「
明
義
理
」
を
知
る
わ
け
で
も
な
け
れ

「
至
」
か
「
正
」
か
の
不
毛
な
論
争
は
棚
上
げ
に
し

て、

「
明
義
理
」

「
正
木
原
」
二
者
の
貫
践
に
努
め
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
自
ず
と
『
大
事
』
立
言
の
本
旨
に
も
か
な
う
の
だ
。
朱
子
と
陽
明

S39!乙
-v司"

詰
上
の
不
同
』主

有
ペコ

て
も

そ
の
魚
屋

4

教
導
に
は
言
わ
れ
る
よ
う
な
甚
だ
し
き
懸
隔
は
な
い
。

(
『
遺
稿
』
加
一
「
擬
王
朱
問
答
」
壬
子
三
十
三
歳

朱
子
は
「
格
」
を
「
至
る
」
と
訓
ん
で
窮
理
を
重
視
し
、
陽
明
は
「
格
」
を
「
正
す
」
と
訓
ん
で
誠
身
を
重
視
す
る
、
と
見
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
「
至
」
と
「
正
」
の
い
ず
れ
が
『
大
翠
』
の
本
旨
に
か
な
う
解
簿
か
は
さ
て
お
き
、

そ
も
そ
も
朱
王
両
氏
の
撃
が
そ
の
よ
う
に
一
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進
に
偏
し
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

お
よ
そ
撃
に
志
す
ほ
ど
の
者
で
あ
れ
ば
、
窮
理
と
誠
身
の
二
事
は
い
ず
れ
も
着
手

貫
践
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、

ニ
事
は
車
の
両
輪
・
鳥
の
雨
翼
の
如
く
、
偏
躍
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
の
だ
。
要
す
る
に
朱
王
二
読
の

相
違
は
『
大
事
』
の
訓
詰
上
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
爾
者
の
篤
撃
に
そ
の
よ
う
な
偏
向
は
な
い
の
だ
。

(

必

)

先
生
文
」
丙
辰
三
十
七
歳
)

(
『
遺
稿
』
筋
三
「
祭
震
谷
郷

こ
れ
が
李
匡
臣
の
一
貫
し
た
見
解
で
あ
る
。
経
書
解
程
上
の
異
同
と
日
常
質
践
上
の
異
同
と
を
同
一
次
元
で
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

(
H
U
〉

の
が
、
李
匡
臣
の
朱
王
論
に
お
い
て
、
最
晩
年
の
「
氷
炭
録
」
に
至
る
ま
で
常
に
用
い
ら
れ
る
論
法
で
あ
っ
た
。

朱
王
の
い
ず
れ
か
を
揮
一
的
に
是
認
す
る
よ
う
な
門
戸
の
見
に
は
染
ま
ら
ぬ
穏
健
な
立
場
、
或
い
は
訓
詰
文
義
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
貫
地

の
寅
践
を
重
視
す
る
現
質
的
志
向
、
と
い
っ
た
評
債
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
許
債
は
、
李
匡
臣
が
朱
王
整
方
の
事
問
的

立
場
に
劃
す
る
正
確
な
理
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
初
め
て
可
能
と
な
ろ
う
。
李
匡
臣
の
朱
子
格
物
致
知
に
劃
す
る
理
解
は
、

あ
ま
り
に
も
朱
王
折
衷
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
李
匡
臣
は
、
朱
子
撃
と
陽
明
拳
が
、
ひ
い
て
は
朱
子
事
と
震
谷
撃
が
、
互
い
に
背
反
せ

165 
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ず
蹄
一
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
急
で
あ
っ
て
、

そ
の
立
場
は
朱
王
雨
可
調
停
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

な
お
李
匡
師
の
「
祭
文
」
に
お
い
て
、
李
匡
臣
は
朱
子
事
か
ら
陽
明
撃
を
経
て
再
び
朱
子
撃
へ
、
と
い
う
思
想
饗
遁
の
経
過
を
た
ど
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
『
遺
稿
』
に
残
さ
れ
た
資
料
に
徴
す
る
限
り
、
年
齢
に
よ
る
思
想
的
立
場
の
襲
化
は
特
に
は
見
い
出
せ
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
「
擬
王
朱
問
答
」

(
=
干
三
歳
)
か
ら
「
氷
炭
録
」

(
四
十
四
歳
)
に
至
る
ま
で
、

朱
王
雨
可
調
停
的
と
い
う
方
向
性
に
お
い
て

そ
の
朱

壬
論
は
一
貫
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

お

オっ

り

に
ー
ー
鄭
湾
斗
陽
明
撃
の
評
債
を
め
ぐ
っ

て

||

(
m
U
)
 

鄭
湾
斗
の
陽
明
事
理
解
に
つ
い
て
は
、
醤
稿
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
。
い
ま
『
大
事
』
解
穣
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

ま
ず
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

t土
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明
確
に
古
本
大
事
を
是
と
し
、
朱
子
の
『
大
事
章
句
』
を
否
定
す
る
。
従
っ
て
「
親
民
」
を
「
新
民
」
と
讃
み
替
え
る
程
朱
の
解
穆
も
否
定
さ

れ
る
(
因
み
に
「
親
民
」
か

「新
民
」
か
の
問
題
に
関
し
て
、
李
匡
臣
は
見
解
を
残
し
て
い
な
い
)

0

「
格
物
致
知
」

に
つ
い
て
は
、

「格」

「正」

場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、

『
大
岡
子
』
解
穫
は
純
然
た
る
陽
明
撃
的
立

か
の
即
物
窮
理
読
に
罰
し
て
も
、
こ
れ
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。
朱
子
格
物
設
は
義
外
に
非
ず
と
は
李
匡
臣
の
緯

(

日

制

)

で
あ
っ
た
が
、
鄭
旗
門
斗
も
王
守
仁
同
様
に
、
即
物
窮
理
設
を
告
子
の
仁
内
義
外
読
に
な
ぞ
ら
え
て
批
剣
し
て
い
る
。
因
み
に
鄭
旗
門
斗
が
即
物
窮

(

M

H

)

 

理
設
に
射
し
て
一
貫
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
李
匡
臣
自
身
も
明
確
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

「
致
知
」
は
「
致
良
知
」

「
物
」
は
「
意
之
所
在
」
と
の
解
穫
を
施
す
。

こ
の
よ
う
に
鄭
湾
斗
の

鄭
湾
斗
の
即
物
窮
理
説
批
判
は
、

理
は
わ
が
心
に
こ
そ
具
わ
る
と
い
う
「
心
開
理
」
設
の
確
信
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
批
判
の
劃

象
は
朱
子
率
的
な
「
定
理
」
意
識
に
ま
で
及
び
、
陽
明
朗
円
干
の
無
善
無
悪
説
に
劃
し
て
も
正
確
な
理
解
と
共
感
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鄭
斉
斗
は
、
車
に
『
大
事
』
解
樺
に
お
い
て
陽
明
朗
学
的
な
訓
話
を
採
用
す
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
陽
明
撃
に
お
い
て
提
起
さ

れ
た
年
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
旨
や
本
質
に
劃
し
て
も
、
深
い
理
解
と
共
鳴
と
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



晋
J

南
漢
氏
は
鄭
旗
門
斗
に
つ
い
て
、

に
あ
っ
た
、

初
年
と
晩
年
は
程
朱
撃
で
あ
っ
て
、

そ
の
皐
問
の
特
色
は
朱
子
撃
と
王
撃
の
樹
立
性
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
共
通
性

・
連
係
性
を
強
調
す
る
こ
と

(

必

〉

と
述
べ
て
い
る
。

陽
明
撃
は
そ
の
中
年
の
思
想
に
過
ぎ
な
い
、

『
震
谷
集
』

を
ひ
も
と
け

陽
明
の
撃
も
と
も
に
聖
人
の
皐
で
あ
る
。
」

「
王
氏
の
設
も
一
程
朱
で
あ
る
。
」

「
朱
子
事
と
陽
明
事
と
は
、
偏
慶
す
る
こ
と
な
く
正
し
く
用
い
れ
ば
、
自
ず
と
諦
一
す
る
。
」

「
朱
子
の
挙
も

ば
、
確
か
に
朱
王
を
雨
可
調
停
す
る
よ
う
な
謹
言
を
し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
中
園
に
お
け
る
朱
陸
論
あ
る
い
は
朱
王
論
の
傾
向
を
概
観
す
る
に
、
朱
子
事
者
の
そ
れ
が
明
快
尖
鋭
な
朱
是
陸
非
、
朱
是
王

非
の
形
を
取
る
の
に
劃
し
て
、
王
事
サ
イ
ド
の
論
は
お
お
む
ね
朱
陸
調
停
、
朱
王
調
停
的
な
傾
向
を
帯
び
る
。
朱
子
撃
の
正
統
性

・
正
賞
性
が

贋
く
認
知
さ
れ
た
明
清
時
代
に
あ
っ
て
は
、
朱
王
の
調
停
鯖

一
を
論
ず
る
こ
と
の
う
ち
に
、
雨
者
を
相
封
化
す
る
主
張
、
ひ
い
て
は
朱
子
撃
を

紹
劃
の
位
置
か
ら
相
封
の
位
置
に
引
き
下
ろ
す
意
園
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
中
園
以
上
に
朱
子
撃
の
権
威
が
匪
倒
的
で
あ
っ
た
首
時
の
李
朝
祉

舎
に
お
い
て
も
情
況
は
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
鄭
湾
斗
の
朱
王
論
も
そ
う
し
た
文
服
上
に
置
い
て
理
解
す
べ
き
だ
。
鄭
湾
斗
の
立
場
を
そ
の

李
匡
臣
の
著
作
を
通
覧
し
て
み
て
、
私
は
奮
稿
に
お
け
る
我
が
意
を
さ
ら
に
強
く
し
た
。
卒
た
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
朱
王
折
衷
的
と
は
ま

- 167ー

設
言
の
額
面
通
り
に
朱
王
折
衷
的
な
も
の
と
見
な
す
ヰ
ア
南
漢
設
に
は
、
同
調
で
き
な
い
。
|
|
奮
稿
に
お
い
て
私
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

さ
に
李
匡
臣
の
如
き
立
場
に
こ
そ
冠
す
べ
き
評
語
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。
霞
谷
・
恒
賢
雨
者
の
陽
明
事
理
解
の
あ
り
ょ
う
を
封
照
す
る

に
つ
け
、
鄭
費
斗
が
如
何
に
盟
系
的
か
つ
正
確
に
陽
明
壌
を
受
容
し
て
い
た
か
、
改
め
て
再
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
陽
明
事
受
容

は
、
決
世
代
で
あ
る
李
匡
臣
に
あ
っ
て
は
早
く
も
大
き
な
袋
容
を
途
げ
、

(
必
)可。。

文
字
通
り
朱
王
雨
可
調
停
的
な
立
場
を
取
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ

李
匡
臣
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
師
設
に
劃
す
る
朱
子
事
陣
営
か
ら
の
非
難
を
防
ぐ
た
め
に
徐
儀
な
く
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
姿
勢
で
あ

っ
て
、
内
面
の
事
問
的
信
僚
は
な
お
轄
晦
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
李
匡
臣
自
身
の
主
観
的
一一
意
間
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が
正
し
い
朱

167 

子
事

・
陽
明
事

・
震
谷
撃
の
理
解
で
あ
っ
た
の
か
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
員
情
を
窺
い
知
る
術
は
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
鄭
斉
斗
陽
明
撃
の
受
容
者
は
李
匡
臣
一
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
完
山
の
李
氏
だ
け
で
も
、
李
匡
臣
の
同
輩
行
に
は
李
匡
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師
・
李
匡
賛

・
李
匡
自
ら
が
、

そ
の
衣
の
世
代
に
は
李
令
胡

・
李
忠
切
ら
い
わ
ゆ
る
第
二
期
江
華
皐
涯
の
人
物
が
輩
出
さ
れ
た
。
近
年
、
江
華

(

U

)

 

ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
江
牽
事
涯
の
資
料
も
護
掘
さ
れ
始
め
て
い
る
。
そ
れ

皐
涯
に
閲
す
る
研
究
は
韓
圏
内
で
精
力
的
に
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
、

と
し
つ
つ
、
筆
を
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
資
料
を
渉
猶
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
陽
明
撃
の
受
容
史
を
さ
ら
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
を
自
ら
の
今
後
の
課
題

テ
キ
ス
ト

O
鄭
斉
斗

『
霞
谷
集
』

一
一一一巻
、
影
印
標
貼
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
二
ハ

om

(
民
族
文
化
推
進
舎
、
景
仁
文
化
社
)
。

O
李
匡
臣
『
佼
驚
誇
匡
臣
公
選
稿
』
=
一
加
、
不
分
巻
、
門
中
本
、
京
都
大
皐

文
皐
部
に
寄
贈
。

註(
1
〉
雀
在
穆
「
韓
園
陽
明
間
牢
研
究
の
序
論
的
考
察
|
|
侮
来
時
期
を
手
掛

か
り
と
し
た
研
究
視
角
の
再
考
|
|
」
(
『
倫
理
皐
』
五
説
、
筑
波
大

翠
倫
理
筆
原
論
研
究
舎
、
一
九
八
七
年
)
。
「
惇
習
録
』
の
成
立
事
情
に

鑑
み
て
、
こ
の
時
期
に
停
来
し
得
た
の
は
今
本
『
停
習
録
』
の
上
巻
に

相
嘗
す
る
部
分
で
あ
る
。

(
2
〉
『
蒼
園
鄭
寅
普
全
集
』
第
二
崩
「
朝
鮮
古
書
解
題
」
「
園
嶋
集
」

(
延
世
大
皐
校
出
版
部
、
一
九
八
三
)
。

「
朝
鮮
古
書
解
題
」
は
一
九

一二
一
年

一
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
十
七
回
に
わ
た
っ

て
『
東
亜
日
報』

に
連
載
さ
れ
た
。
な
お
初
出
の
書
誌
に
関
し
て
は
『
蒼
圏
鄭
寅
此
回
全

集
』
第

一
加
の
各
末
附
録

「
年
譜
」
に
よ
る
。

(
3
〉
「
陽
明
祭
演
論
」
は
『
東
亜
日
報
』
に
一
九
三
三
年
九
月
か
ら
十
二

O
李
医
師
『
園
隔
集
選
』

一

ot位
、
蔵
書
閣
蕨
。

O
苦
ノ
淳
『
白
下
集
』
一
一
一
容
、
影
印
標
貼
韓
関
文
集
叢
刊
、
第

一
九
二
加
。

O
申
大
沼
『
宛
丘
遺
集
』
一

O
巻
、
沈
慶
矢
「
宛
丘
申
大
沼
論
」
附
録
「
宛

丘
遺
集
原
文
指
書
黙
校
」
(
『
江
華
民
平
波
剖
「
文
拳
斗
思
想
』
て
韓
園

精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
九
三
年
)
。

。oco 
噌
よ

月
に
か
け
て
六
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
今
『
夜
園
鄭
寅
普
全

集
』
第
二
加
に
枚
録
。
李
匡
臣
に
関
す
る
言
及
は
同
書
の
二
二
七
頁
以

下
に
見
え
る
。
な
お
李
匡
臣
撰
の
鄭
斉
斗
祭
文
で
あ
る
が
、
今
日
通
行

の
『
霞
谷
集
』
(
影
印
標
貼
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
一
六

O
加
、
底
本
は

園
立
中
央
園
書
館
蔵
本
)
各
一
一
に
枚
め
る
李
匡
臣
撲
の
祭
文
は
原
文

(
『
遺
稿
』
加
三
所
牧
)
の
十
分
の
一
に
も
満
た
ぬ
節
録
で
あ
る
。
制
御

寅
普
氏
は
原
文
の
冒
頭
と
末
尾
を
除
く
ほ
ぼ
全
文
を
誇
出
し
て
い
る

が
、
本
よ
り
『
遺
稿
』
を
目
賭
し
得
た
わ
け
で
は
な
く
、
『
霞
谷
金

書』

(逸
霊園
〉
所
牧
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
予
南
淡
氏
は
『
霞

谷
集
』
の
版
本
と
し
て
、
現
存
す
る
A
本
J
D
本
と
、
書
目
で
の
み
停

わ
る
E
本
J
H
本
の
計
八
種
を
翠
げ
、
鄭
寅
普
所
見
本

(
H
H
F

本
、
帥
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ち
『
震
谷
全
書
』
)
は
未
見
と
し
て
い
る
。
景
ノ
南
漢
『
朝
鮮
時
代
叫
「
陽

明
皐
研
究
』
「
震
谷
集
判
成
立
」
頁
一
一
一
一
一
一

J
一
一
一
一
一
一
一
一
(
集
文
堂
、

一
九
八
二
年
〉
。
因
み
に
韓
園
文
集
叢
刊
『
霞
谷
集
』
は
予
南
漢
民
の

い
わ
ゆ
る
A
本
に
嘗
た
る
。

(

4

)

例
え
ば
劉
明
鍾
『
韓
園
剖
「
陽
明
皐
』
第
四
章
「
江
華
皐
源
剖
「
陽
明

島平」
(

1

)

「
佐
清
李
匡
臣
」
頁
一
六
八
J
一
七
三
(
同
和
出
版
公
社
、

一
九
八
三
年
)

(
5
〉
沈
慶
実

「笹
祷
李
匡
臣
論
」

(
『
震
檀
摩
報
』
第
八
四
鋭
、
震
檀
皐

舎
、
一
九
九
七
年
〉
。
同
書
は
表
紙
に
『
先
藁
』
、
封
面
に
『
低
資
誇
匡

臣
公
遺
稿
』
と
記
さ
れ
て
い
る
。
右
論
文
に
よ
れ
ば
沈
氏
は
同
書
を

「数
年
前
に
入
手
」
さ
れ
た
(
頁
二
四

O
Y
な
お
沈
氏
は
「
員
崎
将

皐
術
思
想
」
の
中
で
は
同
書
を
「
門
中
本
『
先
藁
』
一
一
一

mm、
李
敬
均

撰
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
(
『
江
叢
皐
源
叫
「
文
皐
斗
思
想
』
三
、

頁

一
O
、
韓
闘
精
紳
文
化
研
究
院
、
一

九
九
五
年
〉
。
門
中
本
と
は
一

族
の
内
部
で
し
か
公
開
さ
れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
を
指
す
。
因
み
に
前

開
恭
作
編
『
古
鮮
問
譜
』
(
東
洋
文
庫
、
一
九
四
四
年
)
、
李
穎
錬
編

『
緯
園
本
別
集
目
録
』
(
法
仁
文
化
社
、
一
九
九
六
年
)
等
に
も
李
匡

臣
の
別
集
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。

(

6

)

筆
者
は
一
九
九
九
年
、
沈
氏
よ
り
『
遺
稿
』
の
コ
ピ
ー
を
頂
戴
し
、

同
年
、
京
都
大
拳
文
筆
部
に
こ
れ
を
寄
贈
し
た
。

(

7

)

中
純
夫
「
霞
谷
鄭
斗
緒
論
||
朝
鮮
儒
林
に
お
け
る
陽
明
皐
受
容

|
|
」
(
『
青
丘
皐
術
論
集
』
第
一
六
集
、
韓
図
文
化
研
究
振
興
財
圏
、

二
O
O
O年)。

(

8

)

李
匡
臣
の
父
で
あ
る
李
員
休
に
つ
い
て
『
壬
午
式
年
司
馬
傍
目
』

(
粛
宗
二
十
八
年
)
は
「
本
全
州
、
居
京
」
と
記
す
。
ま
た
李
匡
臣

自
身
に
も
「
余
家
在
漢
城
西
角
麓
下
」
の
語
が
あ
る
(
『
遺
稿
』
朋
三

「
国
亭
引
」
己
来
四
O
歳)。

(

9

)

「
甲
子
(
英
租
二
十
年
一
七
四
四
〉
六
月
、
遭
寒
疾
、
其
二
十
四
日

卒
。
春
秩
四
十
五
。
葬
子
高
陽
高
峰
之
南
。
後
二
十
五
年
戊
子
(
英

租
四
十
四
年
一
七
六
八
)
、
移
葬
子
同
郡
木
稀
里
先
人
兆
次
。
」
(
『
固

隔
集
選
』
巻
九
「
五
兄
恒
資
先
生
行
欣
L

〉

(叩〉

『
英
租
貫
録
』
英
租
二
年
七
月
己
酉
十
九
日
。

(
日
〉
二
十
四
歳
の
執
筆
で
あ
る
「
途
鄭
子
揮
之
定
州
序
」
突
卯
(
『
遺
稿
』

部
三
)
に
「
顧
余
方
以
奉
業
奔
走
於
場
屋
之
中
。
」
と
あ
る
。

(
ロ
)
景
宗
元
年
・
二
年
の
辛
壬
土
摘
に
よ
っ
て
老
論
が
失
脚
し
少
論
政
権

が
復
活
す
る
と
、
や
が
て
少
論
は
綬
少
と
峻
少
に
分
渡
し
た
。
峻
少
は

辛
壬
士
繭
に
よ
っ
て
死
を
賜
っ
た
老
論
四
大
臣
(
金
昌
集
、
李
願
命
、

李
健
命
、
越
泰
采
)
等
を
あ
く
ま
で
も
逆
賊
と
見
な
し
、
英
租
の
蕩
卒

策
が
老
論
逆
臣
系
の
人
物
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
蕩
卒
策
に

反
削
到
の
立
場
を
と
っ
た
。
李
匡
臣
一
族
は
こ
の
峻
少
に
麗
し
、
伯
父
の

李
県
儒
は
峻
少
の
領
袖
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
蕩
卒
策
が
軌
道
に
乗
り
始

め
る
に
つ
れ
て

一
族
は
波
落
し
、
英
租
六
年
(
李
匡
巨
三
十
一

歳
)
に

は
李
員
儒
も
非
業
の
死
を
遂
げ
た
。
以
上
、
沈
慶
夫
前
掲
論
文
、
頁
二

四
二

l
二
四
三
参
照
。
因
み
に
か
つ
て
老
論
の
領
袖
で
あ
っ
た
宋
時
烈

(
銑
尤
庵
、
二
ハ

O
七
J
一
六
八
九
)
に
関
し
て
、
李
匡
臣
は
極
め
て

辛
刻
な
人
物
評
の
語
を
残
し
て
い
る
。
『
遺
稿
』
冊
二
「
思
省
録
」
五

六
候
、
五
七
係
、
五
八
僚
。

(
日
)
も
っ
と
も
『
霞
谷
集
』
巻
二
所
枚
の
祭
文
は
全
て

「門
人
某
祭
文

略
目
」
と
い
う
鐙
裁
で
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
原
文
の
節
略
に
過
ぎ
な
い
。
う
ち
「
門
人
李
匡
臣
祭
文
略
日
」
と

-169ー
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『
遺
稿
』
燭
一
一
一
「
祭
霞
谷
郷
先
生
文
」
を
比
べ
て
み
る
と
、
後
者
が
ま

ず
郷
斉
斗
の
王
拳
信
奉
に
劃
す
る
世
評
に
燭
れ
、
鄭
斉
斗
を
館
附
議
す
る

文
脈
で
師
が
澱
洛
闘
聞
の
同
学
に
も
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
さ

ら
に
朱
子
準
と
陽
明
察
の
異
同
に
読
き
及
ぶ
の
に
針
し
て
、
前
者
は
そ

の
う
ち
派
洛
開
聞
の
皐
に
も
遜
瞬
間
し
て
い
る
云
々
の
部
分
の
み
を
抄
出

し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
は

「
祭
文
」
の
執
筆
者
と
い
う
よ
り
は

『
霞
谷
集
』
の
編
者
の
意
図
が
働
い
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ

る。

(
H
〉
『
詩
経
』
大
雅
「
蕩
」

「
雄
無
老
成
人
、
山
間
有
典
刑
。

」

(
日
)
申
大
弱
『
宛
丘
遺
集
』
を
八
「
富
卒
都
護
府
使
鄭
公
行
状
」

(
日
〉
『
霞
谷
集
』
に
は
「
答
見
厚
一
書
」
庚
寅
、
郷
斉
斗
六
十
二
歳
に
始
ま
る

「
答
見
書
」
が
計
十
四
通
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
(
各
三
)
、
心
準
や
王

察
に
関
す
る
話
題
は
見
あ
た
ら
な
い
。
鄭
斉
斗
が
三
十
四
の
時
に
危
篤

に
陥
っ
て
し
た
た
め
た
遺
言
獄
の
中
で
は
、
陽
明
察
関
係
の
書
物
や
自

ら
抄
録
し
た
未
完
稿
な
ど
を
他
の
磁
書
と
も
ど
も
保
管
す
る
よ
う
に
託

し
て
い
る
(
巻
七
「
壬
戊
遺
数
」
)
。
時
に
鄭
厚
一

は
十
二
歳
。
な
お

『
朝
鮮
史
』
(
朝
鮮
総
督
府
刊
、
東
京
大
祭
出
版
曾
復
刊
)
第
五
篇
第

八
巻
所
枚
の
図
版
第
六
(
頁
五
二
ハ
J
五
一
七
〉
に
『
龍
渓
王
先
生
曾

語
』
(
各

て

巻
首
〉
を
掲
載
し
、
「
郷
氏
厚

一
之
章
ノ
印
記
ア
リ
」

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
玉
率
関
係
の
書
籍
が
家
体
さ
れ
た
零

細
な
る
形
跡
と
み
な
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
予
南
漢
『
朝
鮮
時
代
到
，
陽

明
皐
研
究
』
「
霞
谷
暴
剖
「
基
本
方
向
斗
段
階
性
」
頁
一
二
五
参
照
。

(
げ
〉
『
白
下
集
』
附
録
、
李
医
師
祭
文

「
維
歳
辛
酉
三
月
己
丑
、
関
西
伯

白
下
景
ノ
公
卒
子
碧
滋
巡
所
。
」
こ
の
祭
文
は
『
園
陥
集
選
』
未
枚
。

(
凶
)
「
鳴
呼
小
子
、
:
:
:
出
入
門
靖
徐
四
十
載
。
」
ま
た
『
白
下
集
』

巻

九
「
祭
霞
谷
鄭
先
生
斉
斗
文
」

(
凹
〉
予
南
漠
『
朝
鮮
時
代
叫
「
陽
明
皐
研
究
』
「
霞
谷
集
叫
「
成
立
」
頁
二

三
六
以
下
。

ヂ
氏
は
第

一
次
J
第
五
次
に
わ
た
る
計
五
回
の
縞
務
事
業

を
跡
づ
け
て
い
る
。
因
み
に
今
本
『
霞
谷
集
』

一一一一
巻
(
園
立
中
央
図

書
館
蔵
本
H
影
印
標
黙
韓
園
文
集
叢
刊
第

一
六

O
加
、
若
ノ
氏
の
所
謂
A

本
)
は
、
鄭
斉
斗
の
玄
孫
鄭
文
升
に
よ
る
第
三
次
所
輯
本
、
も
し
く
は

そ
の
抄
出
浄
書
本
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
同
書
、
頁
二
三
九
。

(

却

)

註
(

7

)

前
掲
拙
稿
参
照
。

(
幻
)
「
如
此
味
正
道
山
間
異
敬
之
類
、
若
不
殿
加
堤
防
、
其
流
之
害
、
安
保

其
不
震
馴
致
於
惑
世
市
認
民
乎
。
此
誠
非
世
道
之
細
憂
。
請
祭
酒
鄭

斉
斗
、
盃
命
改
正
。
」
(
『
英
極
貫
録
』
英
租
二
年
七
月
己
酉
十
九
日
、

『
承
政
院
日
記
』
同
年
月
日
。
)
因
み
に

「
惑
世
謹
民
」
と
い
う
語
に

関
し
て
は
鄭
湾
斗
自
身
も
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
「
世
之

疑
公
以
新
建
之
皐
者
、
蓋
亦
不
諒
公
本
意
之
所
存
主
也
。
容
世
方
以
異

端
斥
陽
明
、
使
人
禁
不
得
言
、
而
公
之
意
殊
不
然
。
日
。
彼
之
魚
隔
壁
、

亦
欲
皐
孔
子
者
。
初
非
有
邪
心
、
則
不
可
以
縄
之
以
惑
世
認
民
之
律

也
。
其
読
有
或
有
可
取
則
取
之
、
不
可
則
不
取
、
惟
在
我
之
権
度
而

己
。
晶
一
旦
可
以
人
言
魚
軽
重
耶
。
」
(
『
霞
谷
集
』
倉
一
一
「
遣
事
」
て

二
三
保
)

(
幻
)
「
沈
樗
村
輿
李
書
」
辛
西
四
月
「
遺
集
、
以
先
生
雅
志
言
之
、
不
新
人

知
、
只
作
箱
筆
中
物
。
亦
何
所
介
介
。
而
白
後
死
者
道
理
観
之
、
亦
不

敢
一
如
先
生
之
意
者
。
叢
義
之
所
在
、
輿
之
推
致
而
無
害
也
。
」
(
『
霞

谷
集
』
巻

二

「
附
門
人
等
以
先
生
文
集
事
往
復
書
股
」)

(
幻
)
『
中
庸
章
句
』

三
O
章
「
僻
如
天
地
之
無
不
持
裁
、
無
不
稜
憾
。
」

ハ
川
品
)
稽
山
は
祈
江
省
紹
興
府
舎
稽
山
。
王
守
仁
の
生
地
が
紹
興
府
徐
挑
鯨
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で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
王
守
仁
を
指
す
。

(
お
)

「今
高
明
斥
震
谷
之
設
、
以
潟
不
可
行
、
何
也
。
蓋
以
格
致
之
訓
有

異
於
朱
子
訓
故
也
。
:
:
:
而
若
以
此
不
同
之
故
、
使
斥
之
以
非
朱
子
之

徒
、
而
有
若
異
端
邪
設
者
然
、
則
貨
不
妄
哉

0

・:
:
・
稽
山
之
読
錐
異
於

朱
子
、
而
主
朱
読
者
、
亦
不
可
逮
斥
之
若
外
道
者
、
蓋
不
可
以
経
設
之

異
問
、
断
以
魚
道
之
異
同
故
也
。
」

(
お
)
「
況
震
谷
之
四
円
子
、
讃
朱
子
所
讃
之
書
、
行
朱
子
所
行
之
行
、
服
朱
子

所
服
之
服
。
市
至
於
格
致
、
錐
従
稽
山
之
旨
、
遺
朱
子
之
訓
、
其
他
見

庭
亦
近
。
而
若
其
用
功
之
慮
、
則
専
在
於
事
物
一
章
句
上
、
殆
亦
遁
於
朱

子
。
今
於
説
経
可
見
、
則
是
寅
震
朱
子
之
島
十
也
。
今
霞
谷
之
説
、
足
以

信
用
朱
夫
子
之
羽
翼
。
」

(
幻
)
張
載
『
正
蒙
』
「
大
心
」

「
見
聞
之
知
、
乃
物
交
而
知
、
非
徳
性
所

知
。
徳
性
所
知
、
不
萌
於
見
開
。

」
主
守
仁
に
も
「
徳
性
之
良
知
、
非

自
於
関
見
」
の
語
が
有
る
(
『
停
習
録
』
巻
中
「
答
人
論
象
書
」
一
一

節
)
。

(
お
)
『
俸
習
録
』
巻
上
、
五
像
。
「
好
好
色
」
「
悪
慈
臭
」
と
は
生
理
的

感
魔
的
次
元
の
話
柄
に
過
ぎ
な
い
が
、
道
徳
的
倫
理
的
嘗
信
用
意
識
を
も

自
ら
の
内
渡
的
員
情
(
良
知
)
の
自
ず
か
ら
な
る
夜
露
と
し
て
、
従
っ

て
生
理
的
感
質
的
欲
求
と
同
一
次
元
に
基
礎
づ
け
る
の
が
、
良
知
設
の

立
場
で
あ
る
。

(mg
「
大
拳
之
裏
、
誠
意
而
巴
失
。
誠
意
之
功
、
格
物
而
己
失
。
」
「
然

非
卸
其
事
而
格
之
、
則
無
以
致
其
知
。
故
致
知
者
誠
意
之
本
也
、
格
物

者
致
知
之
寅
也
。
」
(
い
ず
れ
も
『
王
文
成
公
金
書
』
巻
七

「
大
墾
古

本
序
」
)

(
初
)
沈
壁
且
ス

「低
調
淵
李
匡
臣
論
」
頁
二
六
九
「
怪
賓
の
氷
炭
録
は
、
朱
晦

庵
と
陽
明
の
格
致
設
に
射
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
疑
問
を
提
示
し
、
意
見
を

開
接
的
に
表
明
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
鐙
系
的
な
論
設
を
展
開
し
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
」

(
況
)
「
叉
日
。
格
物
非
欲
登
窮
天
下
之
物
。
但
於
一
事
上
窮
輩
、
其
他
可

以
類
推
。
:
:
:
蓋
蔦
物
各
具

一
理
、
而
蔦
理
問
出
一
原
。
此
所
以
可
推

而
無
不
通
也
。
」

(
『
大
拳
或
問
』
引
程
子
語
、
山
崎
嘉
貼
本
、
一
八
葉

表
。
ま
た
「
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
一
五
、

一
O
四
僚
、
伊
川
先
生
語
)

(
M
M
)

「
目
。
格
物
者
、
必
物
物
而
格
之
耶
、
終
止
格
一
物
而
寓
理
皆
通

耶
。
日
。
一
物
格
而
高
理
通
、
雑
顔
子
亦
未
至
此
。
唯
今
日
而
格
一

物
駕
、
明
日
叉
格
一

物
鷲
、
積
習
既
多
、
然
後
脱
然
有
貫
通
庭
耳
。
」

(
『
大
四
月
子
或
問
』
引
程
子
語
、
山
崎
嘉
勲
本
、
一
七
葉
裏
。
ま
た
『
河

南
程
氏
遺
書
』
各
一
八
、
二
七
係
、
伊
川
先
生
語
。
〉

「或
間
理

一
分

殊
。
目
。
聖
人
未
嘗
言
理

一
、
多
只
言
分
殊
。
葦
能
於
分
殊
中
事
事
物

物
、
頭
頭
項
項
、
理
曾
得
其
嘗
然
、
然
後
方
知
理
本
一
貫
。
不
知
寓
殊

各
有

一
理
而
徒
言
理
て
不
知
連

一
在
何
慮
。
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
二

七
、
四
一
保
、
董
件
都
銀
)

(
お
)
「
叉
問
、
致
知
、
先
求
之
四
端
、
如
何
。
目
。
求
之
性
情
、
国
是
切

於
身
、
然
一
草
一
木
皆
有
理
。
須
是
察
。
」
(
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
一

八
、
四
八
僚
、
伊
川
先
生
語
。
ま
た
『
大
暴
或
問
』
引
程
子
語
、
山
崎

嘉
貼
本
、
一
八
葉
裏
〉

(
鈍
〉
「
朱
子
所
謂
窮
事
物
之
理
云
者
、
固
己
異
乎
致
良
知
之
説
。
而
若
以

信
用
随
事
随
物
精
察
此
心
之
理
云
而
己
、
則
是
無
不
可
。
而
但
推
設
大

過
、
如
窮
日
月
星
辰
山
川
草
木
之
属
、
何
関
於
知
至
意
誠
底
事
。
此
王

氏
所
以
認
致
知
信
用
致
良
知
而
斥
朱
設
信
用
不
切
也
。
」
(
「
氷
炭
録
」
一
四

篠
)
「
朱
設
雌
以
知
識
器
用
言
、
而
不
推
之
太
過
、
以
及
於
乏
然
事
物
、
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而
只
就
義
利
公
私
之
閥
、
明
排
而
致
其
知
識
、
則
其
亦
輿
王
氏
良
知
之

説
、
特
一
宅
麓
之
差
耳
。」
(
「
氷
炭
録
」
一
一
一
一
一
候
)
「
推
設
太
過
」
「
推

之
太
過
」
と
は
、
朱
子
格
物
設
を
そ
の
本
旨
と
は
異
な
る
方
向
に
敷
街

し
よ
う
と
す
る
あ
り
方
を
批
判
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
『
王
文
成
公
金
書
』
倉
一
一
一
一
一
「
年
譜
」
正
徳
三
年
三
十
七
歳
「
先
生

始
悟
格
物
致
知
」
の
篠
「
始
知
聖
人
之
道
、
吾
性
自
足
、
向
之
求
理
於

事
物
者
、
誤
也
O
L

(
鉛
)
「
所
謂
心
卸
理
者
、
患
人
之
外
心
求
理
、
故
指
心
字
国
心
卸
理
也
。
」

(
『
遺
稿
』
朋
一
「
奥
婆
仲
緋
難
朱
王
理
気
設
」
一
)
「
大
抵
玉
氏
所

謂
心
部
理
・
致
良
知
・
知
行
合
一
等
設
、
何
震
而
作
也
。
王
氏
之
所
輿

角
立
者
何
人
。
朱
子
也
。
所
以
角
立
而
斥
之
者
何
事
。
斥
其
窮
至
事
物

之
知
也
。
」
(
問
、
一
二
〉
「
心
即
理
説
、
此
魚
斥
朱
子
窮
理
失
宜
市
設

也
。
」
(
問
、
四
〉

(
釘
)
『
出
陣
習
録
』
品
位
上
、
二
僚
、
及
び
各
中
「
答
人
論
皐
書
」
第
六
節
参

昭…。

(
お
)
『
停
習
録
』
各
上
、
三
僚
参
照
。

(
ぬ
)
「
叉
以
魚
格
致
是
篤
皐
最
初
下
手
慮
、
不
可
不
明
其
訓
話
之
得
失
。

而
用
力
之
賞
、
亦
不
必
局
於
格
字
之
如
何
。
何
者
、
夫
人
除
非
自
暴
自

棄
者
外
、
若
銑
有
志
子
撃
、
則
便
知
明
義
理
・
正
本
原
。
・
:
・
本
非
因

格
字
之
篤
至
而
後
方
始
知
倣
讃
書
思
索
也
。
亦
非
因
格
字
之
矯
正
而
後

方
始
知
倣
存
誠
克
復
也
。
然
則
格
物
之
義
、
未
知
孔
子
之
旨
在
於
至
在

於
正
、
而
要
不
出
乎
明
義
理
・
正
木
原
二
者
。
而
今
姑
捨
至
字
正
字
之

執
得
執
失
、
而
只
宜
賞
用
力
於
明
義
理
・
正
木
原
。
:
:
:
何
必
坐
守
一

格
字
長
樽
不
決
之
疑
、
惹
起
無
盆
之
争
也
耶
。
:
・
・
叉
目
。
晦
庵
陽
明

二
説
、
泥
翻
之
、
則
晦
庵
設
似
乎
先
事
物
而
後
本
原
、
陽
明
設
似
乎
専

本
原
而
遣
事
物
、
各
有
所
主
。
然
而
其
貧
則
不
然
。
:
・
此
特
訓
読
之

不
同
而
己
。
其
所
以
信
用
同
祭
典
垂
敬
、
何
嘗
如
是
之
偏
滞
也
哉
。
」

(

ω

)

「
鳴
呼
。
王
朱
之
分
、
蓋
原
於
格
物
之
訓
。
朱
訓
以
至
而
以
潟
窮
至

事
物
之
理
。
王
訓
以
正
而
以
篤
誠
正
本
原
之
功
。
於
是
乎
後
之
同
学
者
各

有
所
主
。
主
於
王
者
謂
、
晦
庵
先
事
物
後
本
原
、
無
反
身
之
要
而
有
支

離
之
弊
。
主
於
朱
者
謂
、
陽
明
専
本
原
遣
事
物
、
無
窮
理
之
工
而
有
経

勝
之
病
。
然
愚
縞
以
魚
不
然
。
今
格
字
之
信
用
至
篤
正
、
未
知
其
敦
得
於

孔
子
曾
子
之
旨
。
而
雨
家
之
風
午
、
未
必
局
於
斯
而
有
所
偏
也
。
何
者
、

今
夫
人
除
非
自
暴
自
棄
者
、
若
銃
有
志
乎
拳
、
則
窮
理
誠
身
斯
二
者
、

自
不
能
不
雨
下
功
夫
。
:
:
:
此
不
待
格
字
之
第
至
矯
正
而
方
知
講
索
而

存
誠
也
。
而
車
鳥
之
輸
翼
、
自
不
可
翠
一
而
慶
一
故
也
。
:
:
:
故
目
。

此
特
就
大
皐
訓
義
上
、
各
随
主
一
意
之
如
何
而
篤
至
矯
正
市
己
。
市
雨
家

之
島
a

、
未
必
局
於
斯
而
有
所
偏
也
。
」

(
4
〉
「
信
用
陽
明
読
者
、
謂
晦
翁
格
致
前
無
誠
意
云
。
是
不
成
説
話
。
大
皐

章
句
或
問
等
設
、
只
就
僚
目
設
去
、
則
不
得
不
窮
極
到
底
言
。
故
格
致

前
似
無
誠
意
、
誠
意
前
似
無
正
心
。
而
日
用
下
工
、
則
理
勢
不
如
是

会
。
」
(
「
氷
炭
録
」
五
五
篠
〉

(
必
)
註
(
7
〉
前
掲
拙
稿
。
以
下
に
言
及
す
る
鄭
斉
斗
の
所
説
は
全
て
奮
稿

に
お
い
て
既
に
取
り
上
げ
た
も
の
な
の
で
、
出
典
は
省
略
す
る
。

(
必
〉
「
如
物
理
之
皐
、
以
物
理
魚
在
物
而
心
身
魚
在
我
、
岐
而
求
之
、
如

告
子
之
分
仁
義
。
」
(
『
霞
谷
集
』
巻
九
「
存
言
」
中
、
五
七
傑
)

〈
斜
)
『
遺
稿
』
崩
一
「
論
飾
震
谷
皐
開
設
」
「
先
生
初
年
、
従
事
考
亭
之

準
。
大
全
語
類
等
書
、
義
理
精
微
、
細
曲
線
牛
毛
、
際
不
研
窮
玩
索
。
而

顧
於
格
致
之
設
、
反
之
心
験
諸
事
、
終
有
所
低
信
者
。
中
年
以
後
、
得

陽
明
書
讃
之
、
至
其
致
良
知
・
知
行
合
一
之
設
、
簡
易
潔
浄
、
不
健
路
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如
而
有
省
。
」
な
お
こ
の
「
論
鄭
霞
谷
皐
開
設
」
は
『
震
谷
集
』
巻
一

一
の
「
門
人
語
録
」
に
も
「
李
匡
臣
日
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
雨

者
に
は
若
干
の
文
字
の
異
同
が
有
る
。

(
日
日
)
苦
ノ南
漢
『
朝
鮮
時
代
叫
「
陽
明
同
学
研
究
』
「
霞
谷
皐
叫
「
基
本
方
向
斗

段
階
性
」
頁
一
一
一
一
一
J
二
二
二
、
頁
二
二
五
。

(
日
明
)
沈
慶
且
夫
氏
も
、
李
匡
臣
が
「
霞
谷
は
晦
庵
の
羽
翼
た
り
得
る
」
(
『
遺

稿
』
朋
一
一
一
「
答
趨
飛
卿
書
」
〉
と
述
べ
、
霞
谷
と
朱
子
の
根
本
的
差
異

を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
朱
子
傘
崇
者
た
ち
の
排
斥
か
ら
陽
明
と
霞
谷

を
癖
護
す
る
た
め
の
方
便
と
い
う
面
も
な
く
は
な
い
が
、
陽
明
及
び
霞

谷
の
格
物
訟
を
朱
子
設
と
折
表
し
よ
う
と
す
る
意
閣
の
も
と
に
、
陽
明
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及
び
霞
谷
の
本
旨
を
歪
曲
し
た
面
も
な
く
は
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。

「
低
調
澗
李
匡
臣
論
」
頁
二
五
二
。
ま
た
氏
は
問
書
「
川
町
朱
王
保
合
の

論
理
」
の
章
に
お
い
て
も
、
李
匡
臣
の
朱
王
折
衷
の
意
園
が
陽
明
と
霞

谷
の
格
物
致
知
読
を
十
全
に
縫
承
し
た
も
の
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
疑

義
を
呈
し
て
い
る
。
頁
二
六
八
。

(

U

)

『
江
華
隔
壁
波
叫
文
皐
斗
思
想
』
全
三
崩
(
韓
園
精
一
紳
文
化
研
究
院

(
1
〉
鄭
良
腕
「
月
巌
李
匡
呂
論
」
沈
慶
美
「
宛
丘
申
大
弱
論
」
(
一

九
九
三
年
)

(

2

)

鄭
良
腕
「
員
幡
李
医
師
論
」
「
員
橋
斗
信
費
削
「

東
園
祭
府
」
(
一
九
九
五
年
〉
〈
3
)
沈
慶
実
「
員
橋
斗
拳
術
思
想
」

「
信
費
李
令
均
論
」
(
一
九
九
五
年
)
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ＡPROLOGUE ON HANGJAE 恒斎ＹＩKWANGSIN 李匡臣：

　　

THE RECEPTION OF WANG YANG-MING 王陽明

　　

SCHOOL IN THE EARLY KANGHWA SCHOOL

Naka Sumio

　　

This paper deals with Yi Kwangsin 李匡臣(ｋｎｏｗｎ as Hangjae 仮

斎, 1700―1744), a follower of Jeong Jedu鄭斉斗, and an important figure

in the early Kanghwa school 江華學派. Jeong Ｊｅｄｕ(ｋｎｏｗｎas Hagok 霞谷，

1649―1736) is renowned as the earliestgenuine recipient of the Wang Yang-

ming sｃｈｏｏｌ陽明學during the Yi Dynasty, and his school is known as the

Kanghwa school because he went into reclusion on Kanghwa Island 江華島

in his later years.

　　

In recent years the ｅχistence of Yi Kwangsin's collection known as

the Hangjae-Hui･Kwangsingong-yugo (the previous ｖｅrsｉｏｎ)促斎譚匡臣公

遺稿(先藁)has come to light.　Yi Kwangsin who became versed in

Wang Yang-ming school through the teaching of Jeong Jedu argued on

the similarities and differences between the schools　of Zhu χi 朱熹

and Wang Yang-ming, and following the death of Jeong Jedu, he was

asked by Jedu's first son, Jeong Hu'il鄭厚一to assist in editting the

posthumous writings of his father.

　　

If the intellectual point of view of Yi Kwangsin were to be summed

up in a word, it would be as ａ mediator of the Zhu χｉand Wang Yang-

ming schools.　The intent of Zhu Xi's“knowledge of principle through the

investigation of things" 格物窮理was not intended for one to learn the

principle of things, but the aim was practice in knowing the principle of

°泌d through knowing the principle of things, which is nothing other than

the Xin-xue心學ofぺA'^ang Yang-ming. The greatest point of difference

between

　

the

　

Zhu

　

Xi

　

and

　

Wang

　

Yang-ming

　

schools

　

was

　

over

　

the

interpretation of Confucian adage “knowing the character of things leads to

knowledge"格物致知, but this was nothing more than an argument over

different exegetical and reading traditions of the classics, in terms of actual

practice, there was no outstanding difference　between the two schools｡
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Such was Yi Kwangsin's stated position. He was determined to reconcile

the Zhu χｉ and Wang Yang-ming schools, or more properly the schools

of Zhu χｉand Hagok. This line of argument surely reflects the social and

intellectual circumstances of the Yi Dynasty which was utterly dominated

by the authority of the Zhu χi school｡

　　

Among the pronouncements of Jeong Jedu, there are found ａ number

that

　

tend to　reconcile the　Zhu χｉ and Wang Yang-ming schools.

Nevertheless, only when his interpretations of the ＴｈｅＧｒｅａtＬｅα「ｎｉｎｅ:

大學and other works are examined thoroughly in contrast to those of Yi

Kwangsin, can one gain ａ renewed appreciation of just how accurate and

systematic was Jeong Jedu's understanding of the Wang Yang-ming school･

As noted above, reflecting on the circumstances of Yi　Dynasty　social

conditions and thought, the ｅχistence of pronouncements, or lack the「e of,

tending to reconcile the two schools cannot be linked in!mediately to ａ

particular intellectual position；and one must, in the end, take the trouble

of eχamining each thinker's concrete understanding of the schools of Zhu

χｉand Wang Yang-ming. It is difficult to endorse the traditional view

that interprets Jeong Jedu's intellectual position as seeking to reconcile

the two schools.

PRIVATE PROPERTY AND VAQF OF MANUCHEHR

　　　　　　　

KHAN MO'TAMAD AL-DOWLE

KONDO Nobuaki

　　　

The

　

first

　

aim

　

of

　

this

　

paper

　

is

　

to

　

illuminate

　

the

　

socio-economic

background of Manuchehr Khan ＭＯ‘tamad al-Dowle, the most powerful

military and political figure in Iran during the firsthalf of the nineteenth

century.

　

An Armenian from Tbilisi who had been taken prisoner in war,

Manuchehr Khan converted to Islam, was castrated and attained faim in

the royal harem as ａ eunuch.　This paper is the first to examine the

socio-economic background of the harem elite of the Qajar Period.

　　　

A second aim of the paper is to clarify the actual circumstances of
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